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１ 開会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

(1) 付託・分担案件の審査について <２頁> 

ア 委員会審査 

 

イ 分科会審査 

 

 

(2) 意見・要望のまとめ 

ア 委員会意見・要望のまとめ 

 

イ 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

(3) 管外行政視察研修について <５頁> 
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４ その他 

 

 

５ 閉会 
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財政課、公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室、 

防災課 

【地域コミュニティ振興部】 

コミュニティ政策課 

【各振興局】地域振興課（総務担当） 
 

【委員会】 

《議案》 

＜説明、質疑、討論、表決＞ 

○第40号議案 

 

【分科会】 

《令和２年度一般会計予算議案》 

＜説明、質疑、討論、表決＞ 

○第32号議案 

・主要事業等の説明 
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豊岡消防署（警防課） 

【選管監査委員事務局】 
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防災課 

【総務部】総務課、ﾜｰｸｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室、 

人事課、情報推進課 
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コミュニティ政策課 

【市民生活部】税務課 
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【選管監査委員事務局】 
 

【委員会】 

《議案》 

＜個別に説明、質疑、討論、表決＞ 

○報告第３号  

○第１号議案 ○第２号議案 

○第４号議案 ○第６号議案 

○第７号議案 ○第８号議案 

○第９号議案 ○第10号議案 

【分科会】 
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＜個別に説明、質疑、討論、表決＞ 

○報告第２号 ○第22号議案 

〇第44号議案 

・主要事業等の説明 

《委員会審査意見、要望のまとめ》 

《分科会審査意見、要望のまとめ》 

※ 当局職員の方は、座席指定を行いません。１日目（3/16）は中央付近に、２日目（3/17）は指定席を基

本としてご着席ください。 

※ 総務分科会での予算議案の説明は、基本的に①概要（財政課）、②人件費（人事課）、③主要事業等（組

織順で課ごとに、説明事項の全てを一気に説明。）の流れでお願いします。 
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午前９時２４分 委員会開会 

○委員長（伊藤  仁） 皆さんおそろいですので、

ただいまから総務委員会を、早いですけど、始めさ

せていただきます。 

 けさ起きますと、あられが降っておりました。最

近の気温の寒暖の差が激しいなということで、本当

に体調管理には十分注意していただきたいという

ふうに思います。最近、下手に熱を出しますと大変

なことになりますので、お気をつけください。 

 この後の審査、どうぞよろしくお願いを申し上げ

ます。 

 また、木谷議員より、所用のため午後から早退の

届けが出ておりますので、どうぞよろしくお願いを

します。座って失礼します。 

 まず、きょうとあす、２日間の審査の予定につい

てお知らせをいたします。 

 審査の順序は、お手元の審査日程表のとおり、議

案の順序を変更し、本日は当委員会に付託されまし

た第４０号議案及び分科会に分担されました第３

２号議案の審査として、説明、質疑、討論、表決ま

で行い、その後、本日の意見・要望のまとめを行う

予定です。 

 あすは、当委員会に付託されました議案、また、

当分科会に分担されました議案の審査として、個別

に説明、質疑、討論、表決を行います。その後、意

見・要望のまとめを行いたいと思います。 

 また、委員の皆さんには、総務委員会次第とは別

に審査のための資料をお配りしております。それぞ

れ右肩に議案番号を記載しておりますので、それを

見ながら審査をお願いいたします。 

 本日の当局出席者についてでありますが、審査日

程表に合わせて、午前、午後に分けて所管部署の職

員に出席いただくよう要請しておりますので、ご了

承願います。 

 委員の皆さん並びに当局の皆さんは、質疑、答弁

に当たりましては要点を押さえ、簡潔明瞭に行って

いただき、スムーズな議事進行にご協力をお願いい

たします。 

 なお、当委員会及び分科会での発言は、委員長、

分科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名

字を名乗ってから行っていただきますようにお願

いをいたします。 

 それでは、これより３、協議事項、（１）付託・

分担案件の審査について、ア、委員会審査に入りま

す。 

 まず、第４０号議案、令和２年度豊岡市管理会財

産区特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 大石但東振興局地域振興課長、お願いします。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 別冊の特

別会計予算並びに予算説明書をごらんください。

（「別冊」と呼ぶ者あり）白い別冊になっておりま

す。特別会計の予算書になります。１９１ページに

なります。第４０号議案、令和２年度豊岡市管理会

財産区特別会計予算について説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２１１万５，０００円と定めております。 

 次に、２００ページをごらんください。２００ペ

ージ、説明欄で説明いたします。まず、歳出です。

高橋財産区管理委員５人分の委員報酬などの人件

費、一般管理費、財産管理費、予備費を、例年と同

様、計上しております。大きな変更はございません。 

 次に、１９８ページをごらんください。歳入です。

利子及び配当金、前年度繰越金、預金利子等を計上

しております。これにつきましても、例年と同様の

金額を計上しております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（伊藤  仁） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○委員長（伊藤  仁） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（伊藤  仁） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（伊藤  仁） ご異議なしと認めます。よ
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って、第４０号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 それでは、ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時３１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３１分 分科会開会 

○分科会長（伊藤  仁） 分科会を開会します。 

 それでは、これより３、協議事項、（１）付託・

分担案件の審査について、イ、分科会審査に入りま

す。 

 第３２号議案、令和２年度豊岡市一般会計予算を

議題といたします。 

 第３２号議案中、分科会に審査を分担されました

のは、所管事項に係る歳入歳出予算、債務負担行為、

地方債、一時借入金及び歳出予算の流用についてで

あります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が記載されておりますので、逐一、事業名と予算

額のみを説明いただく必要はありません。十分な質

疑時間を確保するためにも、当局には、新規事業や

前年度から大きく変更のあった事業及び主要事業

等を主として説明いただくよう依頼しております。

当局の説明は、まず、財政課から概要を、その後、

組織順で説明を願います。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 質疑は、説明が終わった後に、一括で行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、まず、先ほど

と同じく別冊で、一般会計予算並びに予算説明書を

ごらんいただきたいと思います。別冊の一般会計予

算並びに予算説明書でございます。１ページをお開

きいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、第３２号議案、令和２年度豊岡市一般

会計予算についてご説明いたします。第１条で、歳

入歳出予算の総額を４６０億５，６００万円と定め

ております。第２条では債務負担行為、第３条で地

方債について、限度額等をそれぞれ定めております。

第４条では、一時借入金の借り入れの最高額を６０

億円と定めております。第５条は、歳出予算の流用

ができる場合を定めたもので、給料、職員手当、共

済費に係る予算の不足が生じた場合は、同一款内で

の各項間の流用をお願いするというものでござい

ます。 

 ７ページをごらんいただきたいと思います。７ペ

ージ、第２表、債務負担行為でございます。全部で

６事項につきまして、限度額３，０３０万６，００

０円を計上いたしております。 

 ８ページ、９ページでございます。第３表の地方

債でございます。全部で２５事業、総額で３５億６，

１８０万円を計上いたしております。 

 続きまして、配付いたしております赤いファイル

のほうの資料編というファイルをごらんいただき

たいと思います。資料編の中、めくっていただきま

したら、ナンバー４と右肩に書いてある資料が、中

紙があって、ナンバー４のファイルで、２０２０年

度一般会計予算説明資料、こちらで説明をさせてい

ただきたいと思います。めくっていただきまして、

１ページから５ページまでが給与費明細というこ

とでございまして、こちらにつきましては、午後か

ら人事課のほうがこの委員会に出席しまして、説明

をいたしますので省略をさせていただきまして、６

ページからご説明をさせていただきたいと思いま

す。６ページが一般会計の債務負担行為の調書を掲

載いたしております。これまでに議決をいただいて

おります、全部で１０６の事項につきまして記載し

ております。 

 めくっていただきまして、１１ページをごらんい

ただきたいと思います。１１ページの計の欄、一番

下でございますけれども、計の欄をごらんいただき

たいと思います。中央のやや右の列に、当該年度以

降支出予定額という欄がございます。２０２０年度

以降ということになりますけれども、その支出の予

定額の計は４１億８，８７４万２，０００円といた

しております。 

 右側の１２ページには、先ほども申し上げました、

当該年度に新たに債務負担行為を設定する６事項
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というのを計上しております。限度額は３，０３０

万６，０００円ということでございます。 

 それから、１３ページ、１４ページをごらんいた

だきたいと思います。地方債現在高の見込みに関す

る調書でございます。１４ページの左側の一番下の

合計の行になります。先ほど当該年度の起債見込み

額ということでご説明させていただきましたが、１

４ページの一番左の下です、３５億６，１８０万円

となっております。その右側ですけれども、これが

元金の償還見込み額ということで６５億４，７３６

万１，０００円、これらを、１３ページの合計欄の

右の列になりますけれども、前年度現在高見込み額

という５２４億１，６３８万６，０００円ございま

すけども、これからプラス・マイナスいたしますと、

１４ページの一番右になります、右の一番下ですけ

れども、４９４億３，０８２万５，０００円、これ

が２０２０年度末の現在高の見込みということに

なります。５２４億円が４９４億円に、新たに起債

を起こすものと償還するものということで、こうい

った額になるということでございます。 

 １５ページから１８ページには、歳入の概要をお

つけいたしております。まず、１５ページの一番上

の段、市税をごらんいただきたいと思います。市税

につきましては、０．６％、金額にしまして５，５

５４万５，０００円の減と見込んでおります。 

 それから、１５ページ、６の法人事業税交付金８，

０００万円ですけれども、これは法人市民税の法人

税割、この減収分の補填措置としまして、法人事業

税の一部が県から新たに交付されるというもので

ございます。 

 その下の７、地方消費税交付金でございますけれ

ども、消費税率、昨年１０月の引き上げ分について、

２０１９年度は１カ月分の見込みとしておりまし

た。おくれて入ってくる関係です。それが２０２０

年度は１２カ月分の引き上げ分を見込んでおると

いうことで、２億７，３８６万５，０００円の増加

としております。 

 その下の１２、地方交付税ですが、本市で一番大

きな財源となっておりますが、０．６％、１億円の

増と見込んでおります。 

 普通交付税につきましては、議会開会日、市長総

括説明でもございましたように、地方財政計画によ

る地方交付税総額の増加見込み、それから平成２８

年度、２０１６年度ですか、から始まりました合併

算定がえの段階的縮減等々の影響を加味した上で、

普通交付税としましては０．７％の増といたしてお

ります。 

 特別交付税につきましては、ここ数年間の実績か

ら、当初予算の計上額としては２０億円と同額とし

ております。 

 それから、歳入の大きなところでは、１４の分担

金及び負担金でございます。幼児教育の無償化に伴

う特定教育・保育施設利用者負担金というものがご

ざいますが、これが減額になっておりまして、１億

３，５４６万３，０００円の減としております。 

 １５ページ、一番下の段ですけれども、１６、国

庫支出金の３億４２１万円の減の主なものとしま

しては、プレミアム付商品券事業の終了と防災安全

交付金の減額によるものとなっております。 

 めくっていただきまして、１７ページ、１８ペー

ジをごらんいただきたいと思います。中段あたりに、

１９の寄附金がございます。一般質問等でもござい

ましたが、ふるさと納税が好調ということでござい

まして、２０１９年度末の実績を踏まえて、寄附金

総額で３億１，９２０万円の増加を見込んでおると

ころでございます。 

 その下の２０、繰入金でございますが、主な内容

欄の右側にあります財政調整基金１２億５，８２５

万５，０００円のうち、いわゆる一般財源の収支不

足額としましては１２億円を見込んでおりまして、

今年度、２０１９年度から比較しまして４億円の減

としております。 

 また、その左側の真ん中にあります市債管理基金

２億７，６９７万円につきましては、のじぎく債の

満期一括償還分１億５，０００万円や庁舎建設事業

に係る合併特例債の償還分としまして１億２，１０

０万円など、市債の償還に充てるために繰り入れを

するものでございます。 
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 その下の地域振興基金３億４，１２１万４，００

０円のうち３億円につきましては、ふるさと納税の

活用分となっております。 

 その右の公共施設整備基金につきましては、旧竹

野町にあります旧竹野いこま荘の解体工事費、公共

施設等総合管理計画の改定等の業務委託、さらには

新文化会館の基本設計業務委託等に充てるために

繰り入れを行うというものでございます。 

 ２２の諸収入の１億３，２６９万円の減額の主な

要因といたしましては、内容欄右側の一番下にあり

ますように、農業共済事業特別会計の残余金、農業

共済事業特別会計が２０１９年度で廃止になりま

すが、それの残余金が２億２，５３０万７，０００

円増加する一方で、先ほども申し上げましたプレミ

アム付商品券の販売収入が３億９，４７６万円減額

になることということで、１億３，２６９万円の減

としております。 

 ２３の市債でございます。主な内容欄、左側の一

番下にございますように、臨時財政対策債です。地

方財政計画を考慮した上で、１億１，４５０万円の

減として、９億８，８１０万円としております。 

 したがいまして、普通交付税に臨時財政対策債を

加えた一般財源の、減額になるわけですけれども、

総額としましては、普通交付税と臨時財政対策債の

合計の対前年度比といたしましては１，４５０万円

の減額になるということでございます。 

 続きまして、１９ページ、２０ページをごらんい

ただきたいと思います。歳出の予算総括表でござい

ます。主なものでご説明させていただきたいと思い

ます。議案の提案説明で各款ごとの主な増減につき

ましてはご説明いたしておりますので、特に増減が

大きいものにつきましてご説明をさせていただき

ますが、まず、２の総務費でございます。先ほど来、

説明しておりますように、プレミアム付商品券事業

費の減額などによりまして、２億２，０３５万６，

０００円、３．６％の減となっております。 

 ３の民生費ですけれども、介護保険事業特別会計

繰出金、児童保育運営事業費の増額などによりまし

て、１億８，７４６万８，０００円、１．５％の増

となっています。 

 ４の衛生費ですが、公立豊岡病院組合負担金の増

加などによりまして、１億２，７７２万５，０００

円、２．８％の増となっております。 

 １枚めくっていただきまして、２１ページ、２２

ページをごらんください。８の土木費でございます。

下水道事業会計負担金、要緊急安全確認大規模建築

物耐震化助成事業というのがございまして、これら

の減額によりまして、１０億６，８５２万６，００

０円、１７．４％の減となっております。 

 ９の消防費でございますが、豊岡消防署消防設備

施設整備事業費などの減額によりまして、２億３，

８６１万６，０００円、１０．１％の減となってお

ります。 

 １０の教育費でございますが、植村直己冒険館機

能強化事業費の増額などによりまして、６億２，５

５５万７，０００円、１３．８％の増となっており

ます。 

 めくっていただきまして、２７ページ、２８ペー

ジでございます。２０２０年度に予定いたしており

ます投資的経費の一覧ということでございます。 

 さらにめくっていただきまして、２９ページ、最

下段でございますけれども、普通建設事業の合計額

としましては、４３億１，８４４万５，０００円と

いうことでございまして、これは前年度比６．７％

のマイナスとなっております。 

 ３０ページからが、地方債の内訳ということでご

ざいます。主な起債の種類でございますが、一番下

に合併特例債がございます。 

 ３１ページに小計がございます。合併特例債の小

計でございますけれども、５億８，７００万円を起

債予定としております。その結果、２０２０年度当

初予算編成後で合併特例債の発行可能残高としま

しては、約１７億円と見込んでおるところでござい

ます。 

 一般会計の歳入歳出の概要につきましては、以上

のとおりでございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、宮本議会事

務局次長。 
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○事務局次長（宮本ゆかり） 令和２年度一般会計予

算中、議会事務局関係部分について、主なものを説

明させていただきます。 

 歳出からご説明いたします。予算説明書の７３ペ

ージ、７４ページをお開きください。右側の説明欄

によってご説明いたします。まず、一番上の人件費

ですが、議員にかかるものとしましては、２行目の

議員報酬、それからずっと下、１３行下になります

けれども、議員期末手当、その２行下の議員共済組

合負担金、その下の非常勤職員公務災害補償保険料、

合計１億８，０２３万８，０００円になります。今

年度当初予算と比較いたしまして、８７０万９，０

００円の減となっております。こちらのほうの主な

要因といたしましては、議員数を１名減の２３名と

して計算していること、また、議員共済組合負担金

の負担率が改定によりまして、前年度よりも１．

５％減の３５．４％となったことによるものです。 

 次に、中段にあります議会管理費です。総額で１，

９７６万３，０００円としております。今年度と比

較いたしまして、３３３万２，０００円の増額とな

っております。来年度は議会のＩＣＴ化推進のため

のタブレット端末の整備を行うこととしておりま

す。このタブレット端末整備に係る経費といたしま

しては、中ほどにあります業務委託料のグループウ

エア導入業務として３万９，０００円、それからそ

の下のタブレット端末導入業務として６３万１，０

００円、それからその２つ下になりますＯＡ機器借

り上げ料１２５万１，０００円、こちらにつきまし

ては、議員の２３台と事務局６台、計２９台のタブ

レット端末の借り上げ料ということになります。 

 それから、その２つ下ですけれども、クラウド使

用料７６万６，０００円の内訳といたしましては、

文書共有システムが６６万円、グループウエアが１

０万６，０００円となっております。 

 一番下の事業用備品８３万６，０００円につきま

しては、タブレット端末のカバーですとかタッチペ

ンの経費としておりまして、合計３７８万７，００

０円としております。９月の定例会から対応できま

すように、８月をめどに導入を進める予定としてお

ります。 

 続きまして、議会運営活動費になります。こちら

は総額８５１万１，０００円で、今年度と比較して、

４０万１，０００円の減としております。来年度は

費用弁償の行政視察旅費及び交付金である政務活

動費について、議員数を１名減の２３名で計上して

おります。 

 それから、議員が会議等に出席する場合の交通費

の支給につきまして、見直しを行ったことによりま

して、会議出席等の費用弁償額を４５万円から７３

万６，０００円に増額いたしております。 

 また、９月下旬に開催されます全国市町村交流レ

ガッタ薩摩川内大会、鹿児島県でございまして、そ

ちらのほうの参加旅費につきましても、費用弁償に

計上させていただいております。 

 続きまして、歳入です。６３ページ、６４ページ

をお開きください。６４ページの説明欄、上から９

行目に、利用者負担金がございます。その一番下、

インターネット回線９万２，０００円につきまして

は、タブレット端末導入に伴いまして、インターネ

ット回線使用料の一部として月額５００円を議員

の皆様にご負担いただくということをご決定いた

だきましたので、計上させていただいております。 

 なお、２０２０年度については、導入する８月か

ら年度末の３月までの８カ月分を計上しておりま

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、山口秘書広

報課長。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） それでは、秘書広報

課関係予算のうち、前年度から変動のあった予算科

目についてご説明申し上げます。 

 ごらんになっておられます一般会計予算書の８

０ページをごらんください。まず、歳出についてご

説明いたします。上段の表彰栄典費でございます。

総額９５万２，０００円で、前年度比２８万３，０

００円の増となっております。これは、来年度が市

制１５周年の年に当たるため、感謝状の対象人数を

ふやしたいと考えており、これに係る増でございま
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す。 

 次に、８４ページをごらんください。上段の広報

広聴事業費でございます。総額２，６０３万６，０

００円で、前年度比１０９万９，０００円の減とな

っております。これは、前年度、総務省の通知に基

づき、市のホームページのセキュリティーの強化を

行いました。これがなくなっておりますため、その

費用分が減となっていることが要因です。 

 続きまして、６０ページをごらんください。歳入

についてご説明いたします。下段の雑入のうちの広

告料でございます。このうち、市広報に係る広告料

を前年度に比べ１８万円減の１７１万６，０００円

としております。これは、広告枠の件数を実態に合

わせまして１枠減としておることによるものでご

ざいます。 

 秘書広報課につきましては以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、井上政策調

整課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） ２０１９年度と比較

して増減の大きいもののみご説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳出でございますが、８８ページをごらん

ください。下から７行目になります企画調整費３，

４９６万５，０００円です。前年度対比で約６４８

万円増加しております。大きくは、但馬広域行政事

務組合の負担金がふえたことによるもので、前年度

比６０２万４，０００円の増となっております。こ

の負担金につきましては、県の派遣職員の人件費、

それから市町から派遣されている職員の給与等の

負担金でございます。これに充当されています。平

成２７年度から毎年の負担金額を定額として、不足

額は財政調整基金等を取り崩して対応されてきて

おりますが、今後はこの財調から繰り入れが期待で

きないということから、年度ごとの各市町の派遣状

況等に合わせた負担額とするということになりま

して、そのため増額となっております。 

 次に、９２ページをごらんください。中段の地方

創生推進費でございます。９７万円でございます。

前年度対比で約７３万円減額となっています。今年

度は、第２期地方創生総合戦略策定のため３回の会

議を予算化しておりましたが、２０２０年度につき

ましては２回とし、また、国等の調整に伴う旅費に

ついても減額をしております。 

 その下、戦略的政策分野研究費、６０万７，００

０円でございます。前年度対比７６５万３，０００

円の減です。今年度は慶應大学とのＳＤＧｓ共同研

究事業、神戸大学との外国人住民共同研究事業、専

門家への報償費等を計上しておりました。このうち、

慶應大学とのＳＤＧｓの研究につきましては、本年

度でその共同研究は終えます。来年度につきまして

は、フォローアップのため、講師の謝金と旅費を予

算化させていただいております。その経費が６０万

７，０００円でございます。また、神戸大学との外

国人住民との共同研究は継続して行いますが、来年

度につきましては地方創生推進事業費の中で予算

計上をしております。 

 １２４ページをごらんください。上から９行目の

多文化共生推進事業費２９６万１，０００円、これ

が先ほどご説明いたしました神戸大学との外国人

住民共同研究事業となります。神戸大学への負担金

として、２７０万円を計上しております。主に外国

人にルーツを持つ子供、いわゆる両親のうちどちら

かが外国人というような子供を調査するのと多文

化共生のための戦略策定等を一緒に行ってまいり

ます。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。３

６ページをお開きください。最下段、地方創生推進

交付金、１億５１万９，０００円でございます。前

年度対比２，５８０万円の減です。これにつきまし

ては、今年度で交付対象期間が終了する事業が３つ

あります。この事業というのは、例えばコウノトリ

を野生復帰させた日本一のお米ブランド化事業と

いったように、無農薬栽培の推進や海外販売戦略、

スマート農業推進、こういったものを幾つかパッケ

ージにして、国へ申請をしております。こういった

事業が３つ、今年度で終わるということでございま

す。よって、これまでからの継続の２事業と新たに

２事業を現在申請しておりますので、その分に係る
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歳入としております。 

 続きまして、５０ページをごらんください。２つ

目のブロックになりますひょうご地域創生交付金、

５，０００万円です。前年度対比２，５００万円の

減としております。制度上は７，５００万円が上限

ということになっているんですけれども、過去の交

付決定状況によって実際に見込まれる５，０００万

円を計上しているということでございます。以上で

す。 

○分科会長（伊藤  仁） 次に、畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、財政課分の説

明ということで、８６ページをごらんいただきたい

と思います。８６ページの中段よりも下に、土地管

理費がございます。土地管理費６，１９１万９，０

００円のうち６，１７３万９，０００円が財政課の

所管分となっております。このうち、８８ページの

一番上にありますように、解体工事費、旧たけのい

こま荘でございます。４，８００万円ですが、これ

が財政課新規事業となっております。 

 それから、主なものとしまして、３５２ページと

いうことで、最終ページから２枚ほどめくっていた

だいたところにございます公債費の市債の元金利

子等のところでございます。まず、市債の元金でご

ざいますが、２０２０年度は総額６５億４，７３６

万１，０００円といたしまして、前年度と比較しま

して２億１１２万９，０００円の増としております。 

 それから、その下の市債利子でございます。市債

利子につきましては、例年、約定に基づく利子を計

上いたしておりますけれども、２０２０年度に新規

発行予定の起債につきましては、０．３％の利率で

見込んでおるところでございます。 

 市債利子のその下に、一時借入金利子でございま

す。３００万円ですが、これは昨年度と同額を計上

いたしております。 

 その下の公債取扱事務費ということでございま

すが、これは、兵庫県と県下の市町が共同発行して

おりましたのじぎく債という起債がございますが、

これら証券発行分の元利償還の手数料などで３１

万５，０００円を計上いたしております。 

 その下の枠でございますが、土地取得費がござい

ます。土地の購入費でございますけれども、こちら

は、財政課所管分として、竹貫の太陽光発電の売電

収入を財源としまして、竹貫の用地を土地開発基金

で保有しておるんですけども、その用地を買い戻す

という予算でございます。令和２年度につきまして

は２，７６２万２，０００円ということで、面積に

しますと約１，８５０平米の買い戻しができるとい

う予算にしております。平成２７年度から買い戻し

を開始いたしておりまして、この金額で買い戻しが

できたとしましたら、およそ４２％の用地の買い戻

しができるということになります。 

 １枚めくっていただきまして、３５４ページをご

らんいただきたいと思います。１段目の市債管理基

金積立金でございます。これも先ほど申し上げまし

たのじぎく債の関係ですけれども、償還分を毎年３，

０００万円、５年間で積み立てるといたしておりま

す。今年度の３，０００万円の積み立てにつきまし

ては、平成２７年度に同意を得ました起債の積み立

てとなりまして、これで最終年度となります。現在、

のじぎく債というものを発行しておりませんので、

これで終了ということになります。 

 続きまして、歳入のほうをご説明させていただき

たいと思います。大分戻っていただきまして、１５

ページをごらんいただきたいと思います。３つ目の

枠で、地方譲与税、それ以降が財政課の所管となる

分でございます。地方譲与税、各種交付金につきま

しては、それぞれ２０１９年度の決算見込みと２０

２０年度の国の地方財政計画における前年度の伸

び率等から推計いたしまして、予算計上いたしてお

ります。 

 １７ページをごらんいただきたいと思います。１

７ページの最下段の枠です。法人事業税交付金とい

うことで、先ほどもご説明いたしましたけども、新

たに創設された交付金がございます。 

 それから、２１ページをごらんいただきたいと思

います。一番上の地方交付税ですけども、先ほど説

明をさせていただいたとおりで、総額１７０億円と

いたしております。 
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 それから、少し飛びまして、５６ページをごらん

いただきたいと思います。１つ目の枠にあります、

それも下段のほうです、太陽光発電事業特別会計繰

入金、５６ページの１つ目の枠の下段のほうです。

太陽光発電事業特別会計の繰入金ということで、こ

の４，９１３万９，０００円のうち、先ほど申し上

げましたとおり、２，７６２万２，０００円が財政

課の所管分でございまして、繰り返しになりますけ

れども、竹貫の土地開発基金保有の土地を買い戻す

ということでございます。 

 その下の基金繰入金につきましては、財政調整基

金、先ほどご説明いたしましたように、１２億円が

収支不足の分ということになります。 

 ちょっと飛びますけれども、７１ページをごらん

いただきたいと思います。７１ページ、７２ページ

でございます。上段の枠の２つ目になりますけども、

臨時財政対策債でございます。地方財政計画では、

２０２０年度は２０１９年度に対してマイナス３．

６％ということがございまして、その率を掛けまし

て、実績見込みに３．６％のマイナスということで、

９億８，８１０万円ということでございます。これ

が、９ページにございますけれども、最初の財政課

の総括で説明いたしました地方債の臨時財政対策

債の発行額と同額になるということでございます。 

 財政課からは以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、土生田政策

調整部次長。 

○政策調整部次長（土生田 哉） ８１ページ、８２

ページをごらんいただきたいと思います。下のほう

でございます。公共施設マネジメント推進事業費と

いうことで、今年度予算額５，９４４万５，０００

円ということで、前年度から５，８２１万５，００

０円の大幅増といたしております。新しいものとい

たしましては、下のほうにございます業務委託料５，

７０１万円７，０００円、この中で、公共施設マネ

ジメントシステムの更新業務でございます。こちら

のほうは、今まで私ども、自庁サーバーということ

で本庁内にサーバーを置いておりましたもの、こち

らを今度、クラウド型に、その原因といたしまして

は、今まで使っておりましたアドビフラッシュとい

う、こちらのソフトが２０２０年でサポートが終了

してしまいますので、システム更新をせざるを得な

いという形で、来年度以降はクラウド型に改めさせ

ていただくということで、全体事業費は、保守料も

合わせて３４７万６，０００円を予定いたしており

ます。 

 その下でございます、地域デザイン懇談会運営支

援業務ということで、さきの議会でもさまざまにご

意見をいただいております。本日、議員の手元には

地域デザイン懇談会のイメージ図という資料を、お

届けをいたしております。こちらの全体事業費、来

年度、２０２０年度から２１年度まで合計で１，６

４８万６，０００円を現在予算化いたしております

が、地域デザイン懇談会というものを旧市町域ごと

に設けたいと。特に旧町域につきましては、市民ワ

ークショップ形式で行いたいということで、年間３

回程度、２カ年を基本といたしまして、地域ごとに

頻度であるとか期間のほうの検討はまた必要かな

と思っております。その中で、庁内、内部組織との

連携をしながら、将来、地域にとって必要な業務サ

ービス、公的サービスは何かという議論を深めてい

ただき、その中で、地域デザインプランとしてご意

見をいただくような形を考えております。また、豊

岡地域につきましては、こちらはさきの議会でもご

ざいましたようにフォーラム形式で、豊岡の場合は

特に多くの施設が旧豊岡地域にございますので、個

別の形で地域デザイン懇談ということをしても余

り意味をなさないのではないかということで、豊岡

エリア全体として意見を集約していくようなこと

を考えております。 

 その下のほうの図ではございますが、業務委託の

範囲と私どもが考えております共創型の職員、行革

のほうでもございました、市民の方々と意見を交換

できる職員を今後育成していく必要もあるという

こと、それからマネジメントそのものが一朝一夕に

終わるものではないということがございますので、

市民の方々としっかり向き合えて、話し合いができ

る職員を今後育てていく必要があるだろうという
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ことで、ワークショップのメンバーのテーブルコー

ディネーターとして、各地域に職員３名程度、いろ

んな部署から募るという形で現在検討をいたして

おります。 

 続いて、もう１枚、その資料の次のページでござ

います。この間、一般質問のほうでもございました

コミュニティビジョンであるとか地域デザイン、そ

の言葉の意味はどう違うのかということがござい

ました。コミュニティビジョンのほうは、市全域で

豊岡市地域コミュニティビジョンのほうが現在策

定をされております。今後、旧市町域、こちらにつ

きましては、地域デザインプランという形で、特に

公共施設、箱物の機能、あり方についてまとめてい

きたい。それから、各小学校区、コミュニティセン

ター区域につきましては、地域づくり計画というも

のが今後まとめられようとしているということで、

このように、計画づくりのすみ分けは行っておりま

す。計画そのものの狙いといたしましては、そのペ

ージの下のほうに、中段に書いております。コミュ

ニティ組織が策定をされます地域づくり計画、これ

らが指針になりますし、公共施設再編では特に箱物

について、地域づくりの中でどのようなものが地域

として機能が必要であるのか、この辺は密接に関係

性を持たす必要があろうと考えております。 

 続きまして、予算書に戻っていただきまして、８

３ページ、８４ページでございます。もう一つの大

きな事業として、公共施設等総合管理計画の改訂等

業務でございます。２カ年をかけまして、総計で５，

３７０万円、今年度は４，６５０万円でございます

が、２０、２１年度分は債務負担行為でお願いをし

ております。公共施設そのものの中で、まだ個別施

設計画ができていないものがございます。国からは

来年度中に個別施設計画を策定することというこ

とが求められておりますので、現在、未策定のもの、

消防団の車庫など、小さなものも合わせまして約４

００の箱物施設がございます。 

 それらにつきまして、来年度中に個別施設計画を

つくり、その個別施設計画を策定した後、総合管理

計画、これらの結果を踏まえて改訂を行うというこ

とを予定しております。主な未策定施設でございま

すが、庁舎関係では、出石庁舎が既にできておりま

すけども、それ以外の庁舎はまだでございます。そ

れから、健康福祉センターであるとか診療所等の施

設、それから温泉であるとか博物館等の観光・文化

系のもの、それから幼稚園、こども園等の子育て関

連の施設、公衆便所であるとか先ほど申し上げまし

た消防団の車庫であるとか、そういうものがまだ未

策定でございますので、これらの策定を急ぎたいと

考えております。 

 ６ページ、７ページ、ごらんをいただきたいと思

います。債務負担行為でございます。こちらにつき

ましては、先ほど申し上げました地域デザイン懇談

会の令和３年度分、２０２１年度予算、それから公

共施設等総合管理計画改訂等業務の２０２１年度

予算分を債務負担行為として設定をさせていただ

いております。以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、原田防災課

長。 

○防災課長（原田 泰三） ２７９ページ、２８０ペ

ージをお開きください。２８０ページの説明欄の２

行目からが非常備消防事業費ということになって

おります。その６行目に、消耗品として１，５３４

万円計上しておりますが、そのうち７８０万円につ

きましては、消防団の安全装備として防火衣、それ

からチェーンソーを配備している分団に対する防

護衣、それから日高の冬山遭難救助隊用のスノーシ

ューなどを計画的に今後配備していきたいと考え

ておるものの一部でございます。 

 中ほど、少し下段にあります事業用備品なんです

けども、消防ポンプ自動車３台、小型動力ポンプ積

載車２台、それから小型動力ポンプを更新するもの

として計上をさせていただいているものでござい

ます。 

 その他につきましては、例年と大きく変わってお

りません。 

 続きまして、防火水槽整備事業費というのが一番

下のほうにございます。１２０万円ほどございます

が、こちらにつきましては、新設は特に予定がない
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ということで、主には標識だとか漏水フェンス修繕

なんかに充てさせていただく予定としております。 

 続きまして、２８１、２ページをお開きください。

消火栓管理費を計上しております。こちらにつきま

しては、水道の給配水管の布設がえ等に伴う新設改

良が、かなり件数が多いっていうことで、前年度に

比べまして９００万円ほど増額をさせていただい

て、新設改良工事費として計上しているものが大き

くあります。 

 それから、中段あたりですけども、水防事業費に

つきましては、特段変更はございません。 

 また、その下段のほうにあります円山川防災セン

ターにつきましても、特別に変更はございません。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、災害

対策事業費っていうのが始まります。２８４ページ、

上段あたりからなんですけども、ちょうど真ん中あ

たりに、補助金ということで、土砂災害対策支援事

業費ということで１，１４８万３，０００円ってい

うのがあるんですけど、これ以外が防災課の所管に

なります。 

 ちょうどその上のほうに、整備工事費といたしま

して４００万円ほどですね、予算を計上しておるん

ですけども、これにつきましては、２００４年の台

風２３号のような大規模災害が本市で発生した場

合に全国から関係機関が支援に入ることになるた

め、その対策拠点となるスペースにＷｉ－Ｆｉ環境

を整備するもので、本庁舎の２階の大会議室であっ

たり、３階の庁議室等の会議室、それから７階の委

員会室、それから議場等、そちらのほうにＷｉ－Ｆ

ｉ環境を整備しまして、あわせて、災害時はもちろ

んですけども、平時も無料のＷｉ－Ｆｉスポットと

して市民の皆さんも利用ができるというものを整

備する予定でございます。 

 それから、ちょうど中段ぐらいに、防災行政無線

管理費といたしまして計上をさせていただいてお

ります。こちらにつきましては、まだ今もアナログ

の無線っていうのが併用中ということですので、こ

ちらに関する管理費でございます。 

 同じく２８４ページの続く項目であります防災

行政無線整備事業費でございます。こちらにつきま

しては、防災行政無線のデジタル化整備のための費

用ということでございまして、２０１８年度から着

手した３カ年事業の最後の年度ということになり

ます。引き続き、屋外子局だったり、親局、中継局

だったりの整備や、引き続きまだやっておりますデ

ジタル戸別受信機の全戸対応、あわせましてアナロ

グ戸別受信機との交換、それからアナログ防災行政

無線設備の撤去等を進める費用でございます。 

 この防災行政無線事業整備事業費の１０行目ぐ

らい下に、整備工事費ということで、事業用備品と

して６７８万５，０００円を計上しておりますけど

も、こちらにつきましては、現在運用中の移動系の

アナログ無線にかわりまして、ＩＴデジタル無線機

を導入するための費用になります。 

 それから、その下に、地域防災充実事業費という

のがありますが、これについては大きく変わってお

りません。 

 その次の自主防災組織育成事業費につきまして

は、平成２７年度から市民総参加訓練というのを一

斉にやっているんですけども、この訓練を活用され

て、かなりの区が自主防災資機材などの整備をされ

たりとか、そういったようなことが大分定着してき

たというような感がございまして、補助金額につき

ましては、少し減額をさせていただいて、３００万

円ということになっております。車検の費用は変わ

りません。 

 続きまして、今度は歳入のほうでございます。３

６ページをお開きください。こちらの消防費補助金

というのが真ん中辺ぐらいにございますが、この２

項目めの消防団設備整備費補助金っていうのが先

ほど最初に説明しましたチェーンソーなどの防護

衣に充てられるものでございます。 

 続きまして、公衆無線ＬＡＮの環境整備支援事業

費補助金につきましては、先ほど災害対策のところ

でご説明しましたＷｉ－Ｆｉの整備工事に充てら

れるものでございます。 

 ６６ページをごらんください。下から６行目ぐら

いに、消防団員交付金というのがございます。こち
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らが防災課の所管でございます。 

 それから、７０ページをお開きください。真ん中

より少し下になります消防債というところの消防

ポンプ自動車、消火栓、それからそのまた４行目ぐ

らい下にありますデジタル防災行政無線、このあた

りが防災課の所管となっております。 

 第２表の債務負担行為はございません。 

 第３表の地方債ということで、９ページをお開き

ください。先ほど説明いたしました消防防災施設整

備事業費の中の消防ポンプ自動車、消火栓、それか

らデジタル防災行政無線っていうのがこちらに当

たるものでございます。 

 防災課は以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 土生田コミュニティ政策

課長。 

○コミュニティ政策課長（土生田祐子） １１９ペー

ジ、１２０ページをごらんください。令和２年度は、

豊岡市地域コミュニティビジョンを実現するため

に予算の組み立てを行っております。１２０ページ

の下から６行目、地域コミュニティ推進事業費です。

報償費、費用弁償費、普通旅費、消耗品費なんです

けれども、（仮称）地域づくりアドバイザー会議に

５５万６，０００円、それから中間支援組織を立ち

上げる準備をしておりますので、地域サポーターを

１名増員いたしまして、それらに係る経費が７００

万円となっております。 

 次ページをごらんください。１２２ページの上か

ら１２行目です。島根大学と豊岡市との共同研究が

３年経過いたしまして、地域コミュニティ組織構造

と地域マネジメントの推進方策ということで研究

してまいりましたけれども、行政区機能の衰退とい

うことがかなり課題になっております。次年度は豊

岡市における住民自治組織のあり方に関する研究

を進めてまいります。 

 それから、４行下に移っていただきまして、交付

金なんですけれども、地域コミュニティ活性化交付

金ということで、新規事業の立ち上げのための活動

促進交付金ですけれども、新規に地域づくり計画の

策定を進めていただくことになっておりますので、

それらを対象とさせていただきます。 

 次に、コミュニティづくり交付金ですけれども、

今年度は５つの振興局に分けて予算を持っており

ましたけれども、来年度は一括して計上させていた

だきます。 

 続きまして、コミュニティセンターの管理費です。

かなりちょっと下に移っていただくんですけれど

も、下から１２行目ぐらいのところです、投資委託

料ということで、設計監理費５３０万円計上させて

いただいております。 

 続きまして、次ページ、１２４ページの上から５

行目ですけれども、補修工事費が５，１００万円と

いうことで、中筋地区コミュニティセンターの老朽

化に伴いまして、個別施設計画を平成３１年３月に

策定いたしましたので、公共施設等適正管理推進事

業債を活用いたしまして、外壁、屋根、空調等の改

修を行うことになっております。 

 続きまして、歳入です。６８ページをごらんにな

ってください。２枠目になりますけれども、コミュ

ニティセンター整備事業債ということで、先ほど申

し上げました公共施設等適正管理推進事業債を活

用するものです。 

 説明は、以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、谷垣城崎振

興局地域振興課長。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） それでは、

予算書の８７ページ、８８ページをお開きください。

８８ページ、企画費の上に引いてあります線の上の

下から２行目にあります財産管理費、整備工事費５

００万円、弁天公園に係る予算についてご説明いた

します。 

 当該事業につきましては、新規の事業ということ

でございます。弁天公園につきましては、ＪＲ城崎

温泉駅から城崎温泉の温泉街方面に約２５０メー

トル程度行ったところに存在しております。地形的

には市街地の中心部付近の民家が非常に密集した

ところに位置しておりまして、標高は約１５メート

ルで、頂上は平たんな状態となっております。した

がいまして、小高い丘のような地形のため、地域の
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住民の方並びに外国人観光客の方からも憩いの場

として親しまれている状況でございます。 

 このたびの整備工事につきましては、樹木の倒木

落下等による隣接住宅等への被害を未然に防止す

るために、繁茂している立木及び枝木の伐採を行い、

あわせて、利用者の安全確保を行うために、山頂に

通じております階段に沿って設置してある手すり

の改修を行おうとするものでございます。 

 次に、予算書の１０７ページ、１０８ページをご

らんください。上段付近にあります城崎振興局費、

庁舎管理費及び自動車管理費について説明いたし

ます。まず、庁舎管理費でございますが、総額で１，

２１８万３，０００円計上いたしております。前年

度と比較しまして、１，４３２万３，０００円の減

額となっております。減額の主な要因といたしまし

ては、前年度に補修工事で実施しました城崎庁舎の

老朽化した電気設備機器の改修、地盤沈下による段

差解消及び亀裂の補修、それからゲート式駐車場機

器の撤去及び駐車場のラインの引き直し等整備工

事が完了したため、当該経費が大幅に減少しており

ます。 

 次に、その下の自動車管理費でございますけれど

も、総額で１４０万７，０００円計上しております。

城崎振興局が所管する１１台の公用車に係る管理

費でございます。 

 歳入につきましては、例年と同様の内容になって

おります。 

 城崎振興局からは以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、福井竹野振

興局地域振興課長。 

○竹野振興局地域振興課長（福井 正幸） １０８ペ

ージをお願いいたします。下のほうですけども、１

４目竹野振興局費、庁舎管理費につきましては、庁

舎の光熱水費、電気設備、エレベーター等の保守点

検、宿日直業務委託料が主なものでございます。 

 めくっていただきまして、１１０ページの自動車

管理費につきましては、振興局の管理しております

公用車７台の管理費です。 

 次の竹野振興局プロジェクト事業費のうち業務

委託料５８０万円は、旧竹野中学校跡地を活用して、

地域の活性化を図る検討を行うため、土壌調査を行

うものです。 

 次に、飛びますけども、３１０ページをお願いい

たします。３１０ページの中ほどです。仲田光成記

念全国かな書展開催事業費は、応募作品審査のため

の審査員の報償、審査員の旅費、募集チラシ、ポス

ター等の印刷経費、会場設営、額装業務の委託料が

主なものでございます。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。６８ペ

ージをお願いいたします。雑入で、上から５行目で

す、美術展等出展料の全国かな書展１４３万２，０

００円は、仲田光成記念全国かな書展への出展料及

び表具料負担金です。 

 私からは以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 次に、和藤日高振興局地

域振興課長。 

○日高振興局地域振興課長（和藤 達也） １１０ペ

ージをお願いいたします。一番下の欄、日高振興局

費、庁舎管理費です。総額で、前年度と比較して約

１億２，０００万円の減となっています。その主な

要因は、３０年度からの長寿命化、多機能化のため

の庁舎改修工事が令和元年度をもって一旦終了し、

令和２年度は経常的な庁舎管理となるためでござ

います。 

 次に、１１２ページ、真ん中あたり、自動車管理

費です。これは、日高振興局が所管する１０台の公

用車に係る管理費用でございます。 

 最後に、歳入です。６４ページをお願いいたしま

す。真ん中あたりの光熱費等使用者負担金、それの

４段目、日高庁舎９０万円でございます。これは、

庁舎２階に入居している豊岡市商工会等の電気代

などの使用に係る相当分の歳入でございます。 

 日高振興局からは以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 次に、村上出石振興局地

域振興課参事。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） それで

は、歳出からご説明いたします。１１２ページをご

らんください。１１２ページの一番下、出石庁舎の
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庁舎管理費です。総額で１，５１３万６，０００円

を計上させていただいており、対前年度、当初予算

比で１，３５７万４，０００円の減額となっており

ます。経常的な経費以外の主なものとしましては、

６行下の修繕料１８６万７，０００円のうち、自家

発電機用の蓄電池、あるいはエレベーターのインジ

ケーター、それから屋内消火栓用のホースなどの更

新等で１００万円を上げております。 

 それから、１枚めくっていただきまして、１１４

ページです。上から１３行目のあたりです。業務委

託料４５４万８，０００円のうち、その３行下にあ

ります防火設備検査業務ということで５０万円を

計上いたしております。 

 続きまして、１３８ページをごらんください。中

ほど、やや下にあります出石永楽館歌舞伎開催事業

費でございます。総額で７，９４９万５，０００円

を計上しており、対前年度の当初予算比で１６２万

７，０００円の増額となっております。全体としま

しては経費の節減に努めておりますけども、下から

９行目の事業委託料、こちらにつきまして、出演俳

優の人件費アップなどもございまして、２２０万円

増の５，６１０万円を計上させていただいておりま

すことから、全体として増額となってございます。 

 次に、３１６ページをごらんください。３１６ペ

ージです。中ほど、やや下にあります伝統的建造物

群保存地区保存事業費でございます。総額で３，２

２５万８，０００円を計上しており、対前年度の当

初予算比で１０４万５，０００円の増額となってお

ります。主な内容につきましてですが、継続事業で

あります伝統的建造物の保存修理、修景事業に対す

る補助を４件、また、新規事業としましては、伝建

地区の防災計画策定調査分析事業ということで、２

年間の予定でそれぞれ国県補助金を活用して取り

組むこととしております。 

 なお、防災計画の策定調査分析事業に係る予算と

しまして、一番上にあります報償金４５万７，００

０円のうち２２万７，０００円、それから次の費用

弁償７３万７，０００円のうち２９万９，０００円、

７行下の業務委託料５４５万円のうち４０２万円

など、計４５６万６，０００円を計上させていただ

いております。 

 次に、３２８ページをごらんください。３２８ペ

ージの上から４行目にあります出石多目的ホール

管理費です。こちらにつきましては、ひぼこホール

の廃止に伴いまして、本年度から出石振興局の所管

となっておりますが、次年度も引き続き貸し館とし

て維持管理していく上で必要な経費としまして、１

５５万１，０００円を計上させていただいておりま

す。 

 続きまして、歳入でございます。まず、伝建事業

に係るものとしまして、３６ページをごらんくださ

い。３６ページです。下から２枠目の５節社会教育

費補助金の３つ目にあります重要伝統的建造物群

保存地区保存修理費補助金１，４１４万６，０００

円が修理、修景事業４件分の国県補助金並びに先ほ

ど申し上げた防災計画策定調査分析事業に対する

国庫補助金ということになります。 

 次に、４８ページをごらんください。４８ページ

の一番下、同じく５節社会教育費補助金の３つ目に

あります、同じ名称でございます７０７万３，００

０円が先ほど申し上げた県補助金になる分です。 

 次に、歌舞伎開催事業に係る主な歳入ですが、５

６ページをごらんください。５６ページの下から３

つ目の枠です、地域振興基金の繰入金です。３億４，

１２１万４，０００円のうち２，２００万円が歌舞

伎開催事業への充当分で、ふるさと納税分となって

おります。 

 次に、６２ページをごらんください。６２ページ

の３節雑入の分ですけども、上から４行目にありま

す書籍等２３５万１，０００円のうち１６２万５，

０００円が歌舞伎に係る当日パンフレットの販売

収入分。 

 それから、次に、６６ページをごらんください。

６６ページです。下から１２行目にあります永楽館

自主事業助成金として、日本芸術文化振興会から３

００万円を、また、１枚めくっていただきまして、

６８ページの一番上にございます市民会館等の入

場料の永楽館分ということで、５，１３６万円が歌
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舞伎チケット販売収入としてそれぞれ見込んでお

ります。 

 出石からは以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、大石但東振

興局地域振興課長。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） １１４ペ

ージをお願いいたします。１１４ページ、説明欄の

下段に、庁舎管理費としまして、但東振興局地域振

興課分を上げております。 

 １１４ページから１１６ページにかけまして、庁

舎管理費上げておりますが、例年と大きな変更はご

ざいません。 

 その下、自動車管理費につきましても、例年どお

りの公用車の管理費を計上しております。 

 続きまして、３１０ページをごらんください。説

明欄の一番下のほうに、東井義雄の心を伝える推進

事業費２０１万１，０００円がございます。これま

で文化振興課のほうで予算計上しておりましたが、

２０２０年度から但東振興局へ所管がえとなった

ものでございます。主なものとしましては、東井義

雄記念館にあります視聴用映像の制作に係る業務

委託料として１５１万１，０００円を計上しており

ます。 

 続きまして、歳入をお願いいたします。５５ペー

ジになります。中ほどに、東井義雄遺徳顕彰基金繰

入金２０１万１，０００円、先ほど歳出で説明いた

しました東井義雄の心を伝える推進事業費の財源

となっております。 

 そのほかにつきましては、例年と大きな変更はご

ざいません。 

 説明は以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 説明は終わりました。 

 ここで分科会を暫時休憩したいと思います。再開

は１０時５０分。 

午前１０時４０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時４８分 分科会再開 

○分科会長（伊藤  仁） それでは、皆さんおそろ

いですので、休憩前に引き続き分科会を再開いたし

ます。 

 それでは、皆さん、質疑はありませんか。時間は

たっぷりあります。午前中を見込んでおりますので。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 地域デザイン懇談会のことな

んですけど、一般質問でも新文化会館のことで大分、

議員の方々の質問があった。それで、来年度、これ、

旧豊岡抜きにした５町でつくるとか、それから小・

中学校の適正、何かいろいろあって、これは箱物だ

何だってなくなったんですけども、今、少なくとも

自分の住んどるとこは公共施設のマネジメントも

あるし、箱物のこともあるし、それから学校のこと

もあるし、地域コミュニティのこともあると。 

 それらを一体的に考えていくとこってあらんな。

何かまた個別個別個別個別、これは個別個別個別個

別になって、それでなってくると、今回の新文化会

館みたいなことになってしまうんじゃないかな。財

政も入ってなっとるとかいう、全然連携というのが

見えんと、何かかえって分断するようなイメージと

いうんかを持ってしまうんですけど、やっぱり課を

飛び越えて、それから市長も言っとられる真珠のネ

ックレスのようにしようとせなあかんのに、各町で

勝手にやんなさいみたいなイメージで、旧豊岡は、

まあ、仕方がないみたいなんだったら、さらに分断

が進んでいくんじゃないかなというこのイメージ

図のように思うんだけど、そこら辺の連携なんかは

どこがやって、どうしてやっていくんだいうのをち

ょっとお聞きしたいんですけども。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

 どうぞ。 

○政策調整部次長（土生田 哉） 今のご意見のほう

も十分、私のほうも考えております。そこの中で、

まず、地域ごとに、旧市町域ごとにまず考えました

のは、旧市町域ごとはそれぞれ合併前のまちの形で、

フルセットで今、公共施設を持っている。ただ、問

題は、やはり機能が重複しているものは多数ある。

そこの中で、そこの町域エリアに最低限必要な機能

というのは何であろうかと。箱物としてではなしに、

行政サービスを提供する機能として何が必要なの
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かということを市民の方々とご相談をさせていた

だきたいというのが、まず、地域デザインのもとも

とでございます。あちこちにホールがあり、あちこ

ちに健康福祉センターがあり、あちこちに例えば会

議室はそれぞれの施設に持っております。ただ、現

在、それほど会議室の需要というのが本当にあるの

かどうなのか。例えば健康福祉センターでも、ほと

んどの施設は、つくった当時、そこで健康福祉部門

の中心的な各町の中心機能があったんですけども、

現実問題、今現在のその機能は必要なくなってきて

いる。それから、学校のお話もただいまございまし

たけども、学校という機能が失われても、学校のそ

この施設に必要な機能は例えば何であるのか。避難

所であったり、そういう防災面の機能であったり、

地域ににぎわいをもたらすという、そういう機能は

学校という文教施設がなくなっても必要な機能が

あるはずでございますので、そこをじっくり整理す

る必要があるのであろうということで、地域デザイ

ン懇談会という考え方を持っております。 

 現在、委員が言われたように、さまざまなものは

個別に進んでいるということがございますけども、

ただ、教育委員会のほうでは、教育的な観点から学

校の統廃合という問題を議論したいと。マネジメン

トが主体となって、小さければ要らないというもの

ではなく、あくまでも子供たちのために向き合うと

いう議論で教育問題のほうは現在、考えておいでに

なりますので、私ども、そこの施設が再度失われた

機能がもしあっても、そこの地域に残さなくてはい

けない機能、例えば避難所機能であるとか放課後児

童クラブの例えばそういう機能が地域に必要であ

るなら、それをいかに維持していくのかと。コミュ

ニティについても同じでございます。コミュニティ

が地域づくり計画で地域にとって、地域に活力をも

たらすためにこういうものが必要だねというご議

論が出てくれば、それらは地域デザイン懇談会の中

でも意見をいただきながら、最終的に公共施設の例

えば模様がえをして、違った形になる、もしくはあ

いた学校の中にその機能が新たに加わる、コミュニ

ティセンターの一角に例えばそれを機能が加わる

ということもあるのかなと。新たにものをつくる、

つくらないではなしに、残さなくてはいけない機能

を地域に残すという、そういうご議論をいただきた

いと考えております。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 森本中学校が売却ということ

になって、それで、今、奈佐、それから港の教育委

員会のほうでそういう協議が進んでおるんですけ

ど、やっぱり、あれも先ほど言われたように、教育

現場の施設としてどうされるのか。その建物はどう

するのかというのは、やっぱり教育委員会はそっち

でやってもらわんなんし、もうみんな売っちまうの

かという市民の人の不安もあるんで、そこら辺は先

ほど申されたような機能を残すんだったらこうす

るとか、いろんなとこで連携をとり合って行かなけ

れば、合併して、豊岡は別にして、５町でこれをや

って、何か分断に拍車をかけることのないように、

より連携ができるようにしてもらうように予算を

ちゃんと使ってほしいなとは思うんですけど、ちょ

っとその点を約束してほしいんですけどね。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○政策調整部次長（土生田 哉） 今、議員がおっし

ゃいましたことは十分肝に銘じて、私どももそうい

うことを望んでいるわけではなし、持続可能な行政

サービスを提供できるため、また、地域に暮らす人

たちのために必要な機能をいかに維持していくか

ということに意を用いていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○委員（木谷 敏勝） わかりました。よろしく。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 今のことに関連して、委員会

が、委員会というか、そういう協議会、懇談会、い

ろいろできてきます。多分、地域の中では、これが

あり、これがあり、これがありということで、全て

のことが、地域住民です。私らもちょっと本当に一

つをあらためてっていうような感じを持ってるん

ですけども、なかなか地域の中でも地域デザイン懇
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談会委員、何とか何とか委員とか、いろんな形がそ

の地域の中で出てくると思います。多分、皆さん、

混乱されるんじゃないかな。わかりませんよ。これ

は想像で物を言ってますけども、混乱されるんじゃ

ないかなと思いますので、多分、地域コミュニティ

の会長さんらが必ずどっかに入ってるとか、その懇

談会とか、いろんな委員会の全体を見渡せるような

方々もやっぱりそこの中にきちっと入っていただ

かないと、その部分だけで協議していくとほかのこ

とがつながっていかないんじゃないかなと思いま

すので、ちょっとその辺のことも配慮しながら進め

ていただきたいなというふうに思います。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○政策調整部次長（土生田 哉） 今おっしゃいまし

たように、特に先行して動いております地域コミュ

ニティがございますので、こちらとの連携は十分必

要であろうと考えておりますし、そのような方、ま

た、検討過程の中で現在、私どもが考えております

のは、ワークショップで出ましたものをその都度、

市民の方、そこの地域の方々にいかにフィードバッ

クするのか、情報をいかに開示していくのか、お伝

えをしていくのかという、その検討過程も極力お伝

えする方向で考えております。以上でございます。 

○委員（岡本 昭治） よろしくお願いします。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

 奥村副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） 今のことでちょっと聞きたい

んですけども、先ほど説明で、どうしても残さなけ

ればならないものがあれば、これは残したいと、こ

ういう言い方だったんですよね。それは、どうなん

ですか、地域の懇談会があるわけですから、そこに

お任せをして、その中で、それぞれまちの考え方と

か地域の人の考え方あるんですけども、そこで決め

てもらったらいいと、こういうことなんですか。つ

まり、今、先ほど説明の中にはその話をされたんだ

けども、市としては、こういうものが必要だとか、

あるいはこれは余りそうではないんではないかと

いうようなことは別にアドバイスしたり、提起した

りということはなくて、その地域で考えてもらった

ら、それは他と違った結果出てもいいという、こう

いうふうになるんでしょうか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○政策調整部次長（土生田 哉） 市としてマストの

ものというのは持ち合わせてます。既に公共施設再

編計画の中で、例えば消防署とかはもうこの地域に、

少なくともこの地域エリアにこの機能は必要だと

いう一定の方向性を出しております。例えば子育て

の支援施設なども、当然これは旧町域なり、各地域

なりに必要になってくるであろうという。それから、

学校が持ち合わせておりました避難所としての機

能、こういうものは必ず市としては必要であろうな

と。ただ、それ以外の施設を全て私たちが欲しいで

はなしに、地域として必要かどうかという、今、使

っている人が要る要らないという議論になってし

まいますと、全てのものを維持し続けるというのは

当然無理ということがあります。今、使ってらっし

ゃる方が欲しいというではなしに、将来にわたって

この機能が要るという議論をしていただきたいな

と、そういうことで、私どもも専門家のファシリテ

ーターを入れたり、アドバイザーを入れたりして、

将来に向けてどのようなまちづくりに向かってい

くのかというご議論をいただきたいというので、委

員のご質問の答えになってるのかどうかわかりま

せんけど、市民の方に自由討議をして、欲しいもの

はおっしゃってくださいという形にはとてもでき

得ないだろうなということは考えております。以上

です。 

○分科会長（伊藤  仁） 奥村副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） なかなか難しいことがあるよ

うに思うんですけども、もうあらかじめ当局側はこ

れとこれをということは決めてあるというんか、そ

ういうことなのかね。しかし、何が要らないなんて

いうことは言いにくい話ですから、それは地元でと

いうことになるんでしょうけども、どうも今、聞く

と、基本的なもの、さっきの消防団の話もそうです

し、そういうものっていうのは対象にもともとから

ならないようなものであるように思うんですけど、

あらかじめ市が決めて、どのまちにもこれは絶対置
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かなきゃならないということで、あるいはそうじゃ

ない、これは、どっちかいえば、こっちでいいとい

うような、そんな考えがあって、それをリードして

いくような気がするように聞こえたんですけども、

そんなふうじゃないですか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○政策調整部次長（土生田 哉） もともと公共施設

のそれぞれの方向性につきましては、既に公共施設

再編計画の中で、一応この施設は例えば継続する、

この施設は検討が必要という書き込みをしており

ますので、このデータを各地域にまず一度はご提供

させていただく。一定の市の方向性というのはこの

形が今はあります。ただし、時代の変遷であるとか

学校の動きがある中で、それ以外に検討を加えるの

があるのかどうかということも地域デザイン懇談

会の中では、例えばこの箱物が失われるんですけど

も、ここの箱の中にあった機能はどこか次の地域内

にあるここの施設に移すことが可能であれば、そう

いうことも議論ができるであろうなと思っており

ます。２つの施設が１つに集約される、もしくは庁

舎内であきスペースがあれば、そちらのほうにその

機能が移るということで、基本的な方向性というの

は、今、公共施設再編計画の中に一定の方向性は既

に記載をしておりますので、それに合わせて機能を

どうやって残していけるかどうかという、そういう

ご議論かなと考えております。以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 奥村副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） 言われることは、あらかじめ

大体決まってるということ、今、言われたわけです

けど、それは、なるほど、そうだと思うんですけど

ね、それをもう一回持って帰っていただいて、各そ

れぞれの地域に、そして再度検討してもらってとい

うことなのか。その場合に、こことしてはどうして

も残さなきゃならないという結論が例えば当局側

が提示されたものと違うということもあり得ると、

そういうこともあるんでしょうか。そんなことはな

いですか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○政策調整部次長（土生田 哉） せんだっての議会

でもございましたように、地域に活力をもたらすで

あるとか十分な行政目的が出てくるものがあれば、

それは可能な限り、何とか取り込めることも、計画

変更ということも当然あり得るかもわからないと。

現時点ではまだ全てが全て、どのようなご意見が出

てくるかということが想定できませんので、地域に

とって真に必要なものがご提案をいただけるよう

な形であれば、そこは検討の俎上にのるものと考え

ております。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

○委員（奥村 忠俊） よろしいです。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

○委員（嶋﨑 宏之） ちょっと１つよろしいですか。 

○分科会長（伊藤  仁） 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） ８８ページの一番上段、これ

は財政課か、財政課の所管なんだと思うんだけど、

上から２行目、解体工事費で４，８００万円かかっ

て、旧たけのいこま荘いうのがあるんだけど、これ、

多分、合併前の竹野町から持ってた施設だと思うん

だけど、今までずっと、前はちょこちょこ通るんで

すけども、もう放置状態で、これはちょっとその辺

の竹野町の人に聞かんとわからんのかもしれませ

んけども、それの設立経緯と、それから何か竹野か

らこちらに合併したときに、例えばこれの活用とか

売却とか、そういうふうな話は特になかったのか、

結局は最終的に来年度になって、４，８００万円か

けて解体するという、その辺の、概要で結構なんで、

詳細はちょっとわかりにくいかわからんけど、わか

る範囲でお答えいただきたいと思いますけども。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○財政課長（畑中 聖史） 正確な年度とか、正直、

今はわかりません、また後ほど竹野振興局から補足

がいただければと思うんですけれども。合併する以

前に旧竹野町が奈良県の生駒市と姉妹都市を締結

していたということで、生駒の保養施設として旧た

けのいこま荘があったと聞いております。もう実際、

使用できなくなった時点で譲渡を受けたと聞いて

おりました。使用ができないし、裏側が山で、崖地

みたいなところであるので、正直、何も利用できず
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に、物置として使っていたというような状況があっ

たと聞いております。いわゆる普通財産は財政課と

いうような形で、合併当時に当時の財政課で引き継

いだと聞いております。近年、海辺に近いところで

すので潮風が吹いたりして、屋根が飛来したりして、

非常に危険な状態だと、前の道路まで飛んできたり

するケースもあるというようなことがございまし

て、これはもう、それこそ公共施設マネジメントの

考え方で、危険な廃止した建物は除却していこうと

いう方針がございますので、２０１９年度で実施設

計の予算を計上し、実施設計を行い、２０２０年度

で解体の予算を計上し、新年度で解体していきたい

と考えておると、こういった流れになっております。

以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○竹野振興局地域振興課長（福井 正幸） 私の承知

している範囲で、関連してお答えさせてもらいます

けども、今、財政課長がお答えになったように、合

併前に生駒市と友好都市提携を結んでおりました。

このいこま荘の建物自体は、生コン組合の保養施設

だったんですよ。それを生駒市が購入をされて、あ

そこを宿泊施設にされて、生駒市民がこのいこま荘

に泊まられた方には何千円かの補助みたいなのを

出して、営業されておりました。そうした中で、そ

れこそ、ちょっと年わかりませんけども、大きな岩

が裏山から落ちてきまして、営業を続けるには危険

だということになって、それなら大きな岩を取るの

にどれぐらいかかるんかということを生駒市が設

計されたんでしょうけども、とても、費用対効果の

関係で、撤去してまで営業は続けられないというこ

とで営業を断念されて、竹野町に寄附をされたとい

う経過でございます。 

 現在までの使用状況は、先ほど言われましたよう

に、倉庫として実は使わせてもらっていたんですけ

ども、今度解体するということがありましたので、

２０１９年度中に、中にあったものは一切片づけま

した。何が出たかといいますと、北前まつりの備品

というか、ものだとか、そういうようなものを入れ

ておりました。 

 答えられる範囲ですけども、以上です。 

○委員（嶋﨑 宏之） はい、わかりました。 

○分科会長（伊藤  仁） 嶋﨑委員、よろしいです

か。 

○委員（嶋﨑 宏之） はい。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 竹野振興局で、これ、仲田光

成記念全国かな書展っていうのがことしで２０年

ですかね。来年で２０年か。その後、終わるという

ようなものが出てましたんですけども、概略で結構

ですので、今までの成果と、それからどういう理由

でやめていくのかと、ちょっとお聞きできればあり

がたいです。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○竹野振興局地域振興課長（福井 正幸） 仲田光成

記念全国かな書展を２０回展で終了する理由等で

すけども、市長の総括説明でもあったかもわかりま

せんけども、この開催目的は、かな書展は仲田先生、

本当の名前は仲田幹一いうんです。光成というのは

弟子がつけた雅号なんですけども、もう現在は仲田

光成として名が通ってまして、仲田光成先生の功績、

かな書展のＰＲとともに、漢字の書展は全国各地で

多く開催されているものの、行政がかかわる、かつ、

かなの書展というのは非常に珍しくて、ほかの書展

との区別化を図ることを目的に開催してきました。 

 長年、継続してきた書展をやめるっていうか、終

了する理由ですけども、５点考えられまして、まず

１点は、長年開催してきたことで、仲田光成という

名前を知らしめ、かな書を知っていただくことがで

きたと思うことがまず１つです。２つ目に、審査員

をお務めいただいておりますあきつ会の先生方も

かなり高齢となりまして、遠方の豊岡、竹野ですけ

ども、竹野も豊岡も一緒なんですが、お越しいただ

くことが非常に大きな負担となりつつあるという

ことの申し出もありました。それから、３つ目に、

書展の実行部隊であります幹事の皆さんからも、幹

事の皆さんというのが各書道の教室の先生方にな

りますけども、幹事の皆さんからも、かな書展と同
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じ時期に自分自身が所属される書道展が開催され

るために、かな書展への協力が難しくなってきたと、

なので、幹事をやめたいという声が数年前から上が

ってきておりました。４つ目には、かな書展として、

他の書展との区別化を図り、進めてきた中で、子供

たちの作品は多数出展されているのですけども、肝

心な一般や高校生のかな書展の作品が減少してき

ていること。それから、５つ目に、書展を担当する

には書に対する深い知識が必要であります。第１回

展より嘱託職員に頼んで事務をとっていただいて

おりましたけども、後任の育成ができておりません

でした。 

 今後の展開としましては、かな書展としては第２

０回展を終了するものの、引き続き仲田光成先生の

紹介や仲田先生の作品を広める事業を実施してい

きたいと考えております。以上です。 

○委員（岡本 昭治） はい、わかりました。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんでしょ

うか。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 防災課にお尋ねします。予算

の事業の中に、Ｗｉ－Ｆｉの整備というのがあった

と思うんですけど、どういう場所に何カ所、具体的

にどういった計画になってるか教えてください。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○防災課長（原田 泰三） Ｗｉ－Ｆｉの環境の整備

につきましては、災害時は関係機関が、平時は市民、

議員さんが利用できるというようなことを考えま

すと、本庁舎の７階、これは委員会室だとか議員控

室だとかっていうことになりますし、あと３階がち

ょうど災害対策本部になりますので、そこの関係の

いわゆる連絡員さんなんかも待機していただいた

りとかっていうことが、全国からこられることが予

想されますので、庁議室とその後ろ手の３－４の会

議室、それから３－１の会議室と３－２の会議室、

それから２階がメーンなんですけども、国、内閣府

だったり国交省だったり自衛隊だったり、警察機関

も来るでしょうし、あとは関西広域連合さんだとか、

県内の支援部隊、いろいろ全国からも来られるとい

うことで、そこの大会議室、それからあわせて稽古

堂、稽古堂の２階にあります議場、会議室等にＷｉ

－Ｆｉが使えるようにＷｉ－Ｆｉスポットとかを

設置して、災害時も使えますし、平時も使えるとい

うような状況にしたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） この階を区切るっていう意味

と、庁舎全体をＷｉ－Ｆｉの環境を整備するってい

うのとがあると思うんですけど、その階を区切る意

味は何かあるかどうか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○防災課長（原田 泰三） 全体を整備するのが先か、

災害を想定して先に必要なところに整備するのが

先かみたいなところはちょっと議論もあるとは思

うんですけども、結果として、まず大規模災害のと

きにそういった支援部隊が来るであろうところ、そ

れからそういった関係の人たちが情報をいろいろ

とデータでやりとりなどされるんですけども、その

ときに支障がないようにということで、まず必要な

ところからということで整備をしてるというのが

現状でございます。以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） これにあわせて各振興局に整

備するという考えはありますか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

 どうぞ。 

○防災監（宮田  索） 先ほど防災課長のほうがそ

の全庁的なことと、それからフロアを分けてという

ところの説明をさせていただいたんですけれども、

豊岡市全体のＩＣＴ化については、もう少し時間を

かけて検討していく。その中で、振興局のほうのＷ

ｉ－Ｆｉなんかについても同様に検討がされるも

のというふうに考えております。 

 それから、先行して防災部門をやるというものに

ついては、恐らく全国から支援に来られる、その災

害が例えば但東で起こったりとか竹野で起こった
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りとかということになっても、支援というか、部隊

の本拠地については、恐らく本庁に来るであろうと

いうことがありますので、防災部門の強化について

は、まず本庁をやっていくという形で考えていると

いうところでございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） わかりました。 

 引き続き、竹野振興局の事業でちょっと気になる

のがあって、プロジェクションマッピング事業、新

規とあるんですけど、具体的に、これ読むと御用地

館の障子やふすまをスクリーンとして、竹野の資源

を盛り込んだ映像を映し出すとあるんですけど、何

かちょっと具体的にイメージがしにくいのと、どう

いった方に見てもらうという事業か、教えてくださ

い。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○竹野振興局地域振興課長（福井 正幸） この件は

総務委員会じゃなくって建設経済委員会なんです

けど、答弁させてもらってよろしいでしょうか。詳

しくは答えにくいですけど。 

○分科会長（伊藤  仁） 他委員会ということで取

り下げさせていただきます。 

○委員（足田 仁司） 済みません。ちょっと興味を

引いたもんで。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） それでは、出石振興局の事業

でお尋ねします。 

 １つは、予算書１１４ページにあります交通環境

改善計画策定支援事業、これも違う。（発言する者

あり）ごめんなさい。的が外れてばかりで済みませ

ん。 

 それでは去年も聞きましたけど、永楽館歌舞伎の

事業費７，０００万余りがあったと思うんですけど、

全体的にちょっと人件費がアップしたとかいう説

明がありましたが、補助金とかそれから入場料、チ

ケットの販売、いろいろな要素で組み立てられてる

と思いますけども、全体の収支の見込みはどんなふ

うに考えておられますか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） 先ほど、

実は休憩時間にも同じようなご質問をいただいて

おりまして、また後ほど収支の資料をお出ししたい

と思いますが、簡単に説明しますと、歳出につきま

しては、先ほど予算の中でご説明したとおりで、特

定財源、歳入の内訳なんですけども、いわゆる入場

料であったり番付の販売、それから広告料協賛金、

それから芸文基金の助成金などのいわゆる特定財

源っていうのが５，６７８万５，０００円になりま

す。それに加えまして、地域振興基金のふるさと納

税分２，２００万円ということで、こちらが歳入の

全額になります。差し引きしますと一般財源の持ち

出しが７１万円というようなことで予算を計上さ

せていただいております。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

 奥村副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） ちょっとここと違うと言われ

たら、またこらえてほしんだけど。気になりますの

は、専門職大学がまた来年にオープンすることにな

るんですけども、現在の準備段階と言いますんか、

スケジュールどおりでいってるのか、建設ももちろ

んですし、募集だとかあるいは認可の問題だとか、

いろいろなことが必要になると思うんですけども、

今の取り組み状況いうんか、それはここではわかり

ませんか。（「ここじゃない、建設だ」呼ぶ者あり） 

○分科会長（伊藤  仁） 皆さん、当委員会の質問。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 的を外さないように。 

 政策調整課の事業費の中で、外国人住民に関する

調査研究事業というものが計上されてるんですけ

ど、これのもうちょっとここを詳しい内容を教えて

ください。また、その事業をやったような資料、デ

ータが出たら、それを何にどんなふうに活用しよう

としてるのか、そこもあわせてお願いします。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○政策調整課長（井上 靖彦） お尋ねいただきまし

た外国人住民に関する調査研究ですけれども、神戸

大学と来年度も引き続きしようと思っています。今

年度は全住民にアンケートを郵送して、それを回収
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して、個々の聞き取りをしております。あわせまし

て、事業所もアンケートをとって、さらにはそれぞ

れ可能な限りお出会いをして、外国人の方あるいは

事業主の方に直接お話を伺っております。これを先

ほど最終報告ということで説明をさせていただき

ました。 

 ただ、子供のことに関しまして、まだ十分な調査

ができていないということがございます。例えば就

学前の子供たちが学校へ行くときに、何か課題がな

いであろうかとか、あるいは親御さんがどのような

状況だろうかっていうところを、もう少し掘り下げ

て調査をする必要があると考えておりますので、２

０２０年度、来年度につきましては、特に学校の先

生方でありますとか、あるいは乳幼児の健診の会場

あたりの様子を見て、あるいは聞き取りもできる範

囲でさせていただいて、まずその子供の状況を把握

したいと思ってます。その補完的な研究が終わった

後に、今度は豊岡市として、その現状を踏まえて、

課題を踏まえて、どのようなことをできるのか、多

文化共生ということで、住みよいまちをどのように

つくっていくかというようなところを戦略といい

ますか、作戦を立てていきたいなというふうに思っ

ております。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員、よろしいです

か。 

 ほかございませんか。 

 石津委員。 

○委員（石津 一美） 先ほど解体工事の財政に絡ん

で、ちょっと確認なんですけど、民間からのこうい

う寄附の物件というのは、こんな出てくるんですか

ね、数としたら。使ってくださいとか、あります。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○財政課長（畑中 聖史） 今の竹野の旧いこま荘で

すけれども、それは合併前に民間から生駒市が買わ

れて、生駒市から竹野町のほうにということで、基

本現在では、民間から不要となった建物ですとか土

地とかを寄附いただくということは、道路用地とか

に供する場合は別ですけれども、原則、不要になっ

たものはいただかないという、それは個人も含めて

なんですけれども、そういったスタンスにしており

ます。換金できるものがあるんであれば、ご本人で

換金していただいたらいい話ですし、処分に困った

ものを市のほうにというのは、基本的に受けないと

いう方針にしております。ちょっと回答になったか、

わかりませんが、以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ないようですので、これで質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして、午前の部の審査を終了します。 

 ここで議員の皆さん、当局の皆さんから何かあり

ましたら、ご発言ください。ないですね。 

 ないようですので、明日１７日火曜日、委員会審

査は午前９時半から当委員会室で行いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。お疲れさまでした。 

 委員の皆さんはちょっとお待ちください。 

 分科会を暫時休憩します。 

午前１１時２９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２９分 委員会再開 

○委員長（伊藤  仁） それでは、会議を再開いた

します。 

 これより３、協議事項（３）管外行政視察研修に

ついてを議題といたします。この件につきましては、

１２月の委員会におきまして日程、視察先について

ご協議をいただき、予定を確保いただきました。そ

の後、正副委員長と事務局で日程、視察先を選定し

てまいりました。日程につきましては５月１２日か

ら１５日までのうち２泊３日です。視察先、内容に

つきましては、現時点で１カ所の予約がとれていま

す。場所は岩手県盛岡市、日時は５月の１３日の午

後、または５月の１４日の午後、テーマは公共施設

アセットマネジメント、もりおかＰＰＰプラットフ

ォームで調整しております。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１１時３１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時４３分 委員会再開 

○委員長（伊藤  仁） それでは、会議を再開いた
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します。 

 大体煮詰まってきたのかなと、方向性は煮詰まっ

てきたように感じております。 

 それでは、管外行政視察研修につきましては、今

話し合ってる内容で進めさせていただくことにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 何かご希望がありましたら、正副委員長または事

務局に申し出ていただければと思います。 

 この件はこの程度にとどめます。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。再開は午後

１時。 

午前１１時４３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５８分 分科会再開 

○分科会長（伊藤  仁） それでは、定刻前ですけ

れども、皆さんおそろいになりましたので、ただい

まから引き続き分科会を再開いたします。 

 木谷委員から、所用のため午後の会議を早退した

いということで届け出が出ておりますので、了承し

ております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆様には、質疑・

答弁に当たりましては要点を押さえて簡潔明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長・分

科会長指名ののち、マイクを使用して課名と名字を

名乗ってから行っていただきますようお願いいた

します。 

 それでは、午前中に引き続き、第３２号議案、令

和２年度豊岡市一般会計予算を議題といたします。 

 第３２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入予算、全項目の人件費

を含む歳出予算、債務負担行為及び地方債について

であります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が明記されておりますので、逐一、事業名称と予

算額のみを説明いただく必要はありません。十分な

質疑時間を確保するためにも、当局には、新規事業

や前年度から大きな変更のあった事業及び主要事

業等を主として説明していただくよう依頼してお

ります。 

 当局の説明は、まず人事課から人件費を、その後、

組織順で説明を願います。 

 なお、説明に当たりましては、資料のページ番号

をお知らせください。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明を願います。 

 山本人事課長。 

○人事課長（山本 尚敏） それでは、人件費につき

ましてご説明いたします。 

 人件費につきましては、お手元のほうに人件費当

初予算節別比較（全会計合計）という資料を、今年

度の当初予算と比較しましてつくっておりますの

で、これに基づきまして説明をさせていただきます。 

 最初に、報酬についてです。報酬につきましては、

今年度の当初と比較しまして２億３，５２２万５，

０００円の増額としております。これにつきまして

は、会計年度任用職員制度への移行に伴いまして、

従来の嘱託職員の分に加えまして、今年度、賃金で

計上しております臨時職員のうち、パートタイム会

計年度任用職員となる分、この分を報酬で計上する

ということで、増額の大きな要因となっております。 

 次に、給料についてです。今年度の当初と比較し

まして１億７，２３２万６，０００円の増額として

おります。これも主に会計年度任用職員の分の増と

いうことになります。フルタイムの会計年度任用職

員につきましては、給料ということで支給すること

になりますので、ここに計上をしているところでご

ざいます。それから正規職員のところが減額という

ことになっておりますけども、これの主な理由とし

ましては、来年度から新しくできます農業共済組合、

こちらのほうで現在、農業共済会が行っている事務

を全て行うということになります。職員をそこへ派

遣するわけですけども、給料の支給につきましては

組合のほうが直接支給するということになります
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ので、正規職員の分については減額の要因となって

おります。 

 それから次に、手当でございます。手当の中でま

ず、時間外勤務手当です。２５０万６，０００円の

減額としております。今年度と比較しますと選挙に

係るものとか、それから来年度から派遣する農業共

済会計の分、こういった分の減額要素はございます。

ですけども、支給対象外でありました現在の嘱託職

員、現在は特別職の位置づけということで、時間外

勤務手当については支給がなかったわけですけど

も、会計年度任用職員ということに来年度からなり

まして、時間外勤務手当の支給対象ということにな

りますので、その分の増額分を見込んでおるところ

でございます。 

 次に、夜間、休日、管理職特勤手当のところでご

ざいます。ここは４３９万５，０００円の減額とし

ております。今年度は皇位継承に係る休日が多かっ

たということで、休日勤務手当の分がかさんでおり

ました。来年度はその分が通常に戻りますので、減

額の要因となっております。 

 その次の期末手当と勤勉手当ですけども、期末手

当については３，７２１万９，０００円、勤勉手当

については１，０２４万８，０００円の増額として

おります。期末手当につきましては、主には会計年

度任用職員の分での増額を見込んでおります。現在、

日額の臨時職員につきましては、２７日分の支給と

いうことにしておりますけども、会計年度任用職員

の制度に当たりまして、月額支給に変えてきており

ます。月額支給につきましては２．６月分というこ

とで、この部分が増額の要因ということになります。

勤勉手当につきましては、昨年の人事院勧告に基づ

きまして０．０５月分をアップしておりますので、

それを反映させた増加ということになってござい

ます。 

 以上、手当の合計では３，４２５万円の増額とし

ております。 

 次に、共済費についてです。共済費につきまして

も会計年度任用職員の関係につきまして、フルタイ

ム会計年度任用職員につきましては、市町村共済ま

たは学校共済に加入するということになりますの

で、その部分での増額要因となっております。ただ、

その分、社会保険だったものが共済組合になります

ので、社会保険料のほうが減額となります。 

 それから雇用保険料ですけども、ここも会計年度

任用職員、フルタイムにつきましては退職手当組合

に入りますので、個々の雇用保険の対象から外れる

ということで減額の要素となっております。 

 以上、共済費の合計では２，３２８万６，０００

円の増額でございます。 

 次に、負担金です。負担金につきましては、退職

手当組合の負担金ということで６，６０９万１，０

００円の増額としております。来年度につきまして

は、毎年ではないんですけども、調整負担金、これ

支払う必要がございます。それからフルタイム会計

年度任用職員につきましては、共済組合に入るとと

もに退職手当の支給対象となるということで、退職

手当組合の負担金を負担する必要がございますの

で、それに伴う増額ということでございます。負担

金合計では６，６３２万４，０００円の増額でござ

います。 

 それから最後に賃金ですけども、賃金の節が来年

度から廃止ということになります。これに伴いまし

て、賃金で見ておりました臨時職員につきましては、

フルタイム会計年度任用職員は給料、パートタイム

会計年度任用職員につきましては報酬で予算組み

ということになります。来年度の人件費総額としま

しては１億２，５０１万円の増額ということで予算

計上をしておるところでございます。 

 人件費につきましては以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、安藤総務課

長。 

○総務課長（安藤 洋一） それでは、総務課分を説

明いたします。 

 予算書７８ページをごらんください。それでは説

明いたします。 

 説明欄の上から６行目の一般管理費について説

明いたします。一般管理費総額のうち４，７５３万

１，０００円が総務課分として計上しております。
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その１２行下の保守点検委託料のうち９９万８，０

００円が総務課所管分となります。ＯＡ機器保守点

検と契約管理システム保守点検が総務課に該当い

たします。今年度、この契約管理システムにつきま

しては構築しておるところですが、来年度以降につ

きましては保守点検ということで来年度分５９万

４，０００円を新たに追加しています。 

 それから、その下の業務委託料です。業務委託料

のうち契約管理システム改修業務につきましては、

先ほど申し上げました今年度導入しているところ

ですが、来年度につきましては電子入札連携のため

に必要な改修を行う予定としております。予算とし

て１８１万５，０００円計上しています。入札参加

資格申請システムの運用業務につきましては、入札

参加資格登録の変更申請分として７７万３，０００

円計上しています。負担金としまして、電子入札部

会を計上していますが、兵庫県電子入札部会負担金、

共同運営システム初期導入分として３３０万円と、

通常分としまして１４７万２，０００円を計上して

おります。 

 続きまして、８４ページをごらんください。一番

下の枠の庁舎管理費でございます。 

 ８６ページをごらんください。３行目の修繕料に

つきまして、例年計上しております電気設備、電話

設備等の修理とは別に、この本庁舎の中央監視装置

の修繕としまして、ハードディスクドライブの交換

を予定しています。また、空調自動制御装置の消耗

部品交換ということで、合わせて１７１万１，００

０円予定しています。 

 その下の通信運搬費についてでございますが、経

常的経費であります電話及び郵便料以外で、運搬料

としましてＰＣＢ蛍光灯安定機器運搬のための予

算として７０万４，０００円を計上しております。

また、手数料としまして、防災公園の樹木剪定に係

る手数料とは別に、ＰＣＢ蛍光灯安定機処分費用と

しまして１，１６８万２，０００円を廃棄物処理手

数料として計上し、またＰＣＢ蛍光灯安定機器保管

処理手数料としまして２２万３，０００円を計上し

ています。 

 その下の庁用備品でございますが、３００万円計

上しておりますが、通常、例年計上しております金

額以外で、実は来年度、兵庫県信用組合新店舗開業

記念としまして、兵庫県信用組合様のほうから１０

０万円寄附を予定されております。その寄附いただ

きました１００万円でもって、庁舎の前にございま

す市民広場に滑り台を設置したいと考えておりま

す。 

 その下の自動車管理費でございます。公用車の総

務課管理分として予算を計上しておるところでご

ざいます。認定運転者の交通安全講習としまして計

上しておりますが、これは豊岡教習所で認定運転者

の認定のための教習を受講していただくに必要な

予算として計上しております。 

 また、その中にはＯＤ式安全性テストも計上して

おります。合わせて１００万１，０００円を計上し

ておるところです。 

 続きまして、ちょっと飛びます、１４７ページ、

１４８ページをごらんください。１４７ページの一

番下の国勢調査費でございます。これにつきまして

は、５年ごとに行われております総務省所管の統計

調査に該当します。１５０ページの国勢調査費２４

８万３，０００円と合わせて国勢調査費として計上

しております。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。５０ペー

ジをごらんください。５０ページの真ん中あたりに

あります国勢調査事務委託金でございます。これは、

先ほど歳出で説明いたしました事務費相当額に対

する委託金として同額を計上しておるところでご

ざいます。 

 続きまして、５４ページをごらんください。歳出

でも説明いたしましたが、下から２枠目の一般寄附

金です。これは先ほど説明いたしました兵庫県信用

組合様から寄附金としていただく予定となってお

ります予算を計上しております。 

 総務課からは以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 次に、上田総務部次長。 

○総務部次長（上田  篤） ワークイノベーション

推進室からは、ワークイノベーション推進事業費と、
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ジェンダーギャップ解消推進事業費と、子育て中の

女性の就労推進事業費については私から、職員対象

のキャリアデザインと男女共同参画については岸

本参事からご説明します。 

 まず、１２４ページをごらんください。ちょうど

中ほどにあるワークイノベーション推進事業費、７

０４万８，０００円でございます。新年度ちょっと

変わる部分なんですが、従来から実施してきました

市内事業所向けのワークショップとかセミナーに

加えまして、表彰審査制度ということで、女性も働

きやすくて働きがいのあると感じられる職場をふ

やしていくということで、そういうお手本となるよ

うな事業所を表彰することによって、それを可視化

して、それを市内の事業所に波及させていくという

ことで、報償金、表彰審査の審査員、社労士等なん

ですけども、それと学識の謝礼として８６万４，０

００円を計上いたしております。業務委託料は、無

意識の偏見のワークショップですとか、他者理解を

するためのワークショップとか、従業員意識調査な

どで合計５５４万３，０００円を計上いたしており

ます。 

 続きまして、ジェンダーギャップ解消推進事業費

でございます。こちらは、この４月にその策定委員

会を立ち上げて、大体９月ぐらいにはこのジェンダ

ーギャップ解消戦略を策定ということで、現在準備

を進めておりまして、報償金につきましては、委員

報酬と、あとジェンダー平等の推進アドバイザーに

対しての補助金等で２１５万円、それと業務委託料

のほうにはこの戦略の策定に係る委託費と、パンフ

レットの作成費ということで４１８万４，０００円

を計上いたしております。 

 一番下にございます子育て中の女性の就労推進

事業費でございますが、いわゆるプチ勤務でござい

ます。出産とか子育てで一旦休職された子育て中の

女性が復職する場合のハードルを下げる、それと市

内の事業所とのマッチングを図るという取り組み

でございまして、業務委託料として子育て中の女性

に対するワークショップですとか、市内事業者への

導入促進とか、実際マッチングの機会となりますお

仕事相談会に係る委託料ということで１９０万計

上いたしております。私からは以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、岸本ワーク

イノベーション推進室参事。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） そ

れでは、９２ページをごらんいただきたいと思いま

す。私からは、先ほどありましたように男女共同参

画社会推進事業費とキャリアデザインについて説

明させていただきます。 

 下段のほうにまず、男女共同参画社会推進事業費

ですけれども、これはごらんいただきましたら数字

で一目瞭然だと思うんですが、一時保育業務を中心

に執行をしております。今年度の執行状況を想定し

た中で、一時保育の委託料、シルバー人材センター

にお願いしておりますが７６万円を計上しており

ます。昨年６４万４，０００円でしたので、１２万

弱増額しているという状況です。 

 次に、キャリアデザイン推進事業費です。ここで

一番大きな金額を占めておりますのが業務委託料

です。業務委託料の中にも幾つかございまして、職

員研修業務と職員意識調査業務というくくり方を

しております。職員研修業務のほうにはアドバイザ

リー業務として、アドバイザーを委託しております

委託料１３２万円、それから研修に係る業務が５０

３万８，０００円を見込んでおります。実は、今年

度多くの研修をさせていただいた中で、幾つかの課

題が見えてまいりましたので、その課題に沿いまし

て、研修内容を見直しております。目指してほしい

職員像を明確化する中で、それに必要な研修あるい

は適材適所という中で、職員の意識の醸成、そして

強い固定観念である無意識のジェンダーバイアス

の存在が、やはりいろんなアンケートですとか研修

を通して感じているものがありますので、特に管理

職の意識改革を中心とした研修、そして女性自身の

意識、特にこれは若手、中堅なんですけれども、女

性自身の意識を変えていく研修に取り組んでまい

りたいと思います。 

 それから引き続き、職員意識調査業務、全職員を

対象としたものを来年度、２年目となりますけれど
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も、これを引き続きする中で、ＫＰＩで設定してい

ます職員の意識の変化を確認してまいりたいと思

います。 

 主なものとして説明をさせていただきました。以

上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 上田総務部次長。 

○総務部次長（上田  篤） 歳入を、ご説明したい

と思います。 

 ６６ページをごらんいただきたいと思います。６

６ページの上のほう、雑入で事業負担金のワークイ

ノベーション推進事業負担金でございます。１０４

万円を計上いたしております。この内訳としまして

は、新年度新たに実施します表彰制度に係る従業員

意識調査と、その審査に係る負担金ということで、

これはそれぞれ表彰調査のほうは１０社、表彰審査

のほうが８社ということで７４万円、負担金を計上

しております。それとプチ勤務という子育て中の女

性の就労促進に参加いただく市内事業者も１社２

万円ということで、２万円掛ける１５社で３０万円

を計上いたしております。以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 山本人事課長。 

○人事課長（山本 尚敏） ８０ページをお開きくだ

さい。人事課の所管する事業の経費につきましては、

来年度全て経常的経費のみの予算としております

ので、ほぼ例年どおり計上しているわけですけども、

その中で若干ちょっと説明をさせていただきたい

と思います。 

 ８０ページの職員研修事業費です。この中には、

派遣する職員、あっちこっちに派遣しておりますけ

ども、その分の旅費等も含んでおります。不要にな

った分、派遣をやめたようなところ、そういうとこ

ろもございますので、その分を調整しております。

それから研修の中で日本経営協会が行う研修、それ

とか滋賀県にある全国市町村国際文化研修所で行

われる研修、ここらへの職員を派遣して研修を受け

させる分につきまして増額を見込んで、旅費とそれ

からその分の負担金を増額しております。結果、今

年度当初予算と比べまして、９０万４，０００円の

減額という状況でございます。 

 それから続きまして、めくっていただいて８２ペ

ージです。福利厚生事業費です。この分につきまし

ては、主に調整いたしましたのが、会計年度任用職

員制度の開始に伴いまして、職員の健診です。フル

タイム会計年度任用職員につきましては、共済組合

に加入することになりますので、成人病健診の範疇

に入るということになりますので、そのあたりを含

めて調整をいたしております。今年度の当初予算と

比べましたら６４万円の増額という状況でござい

ます。歳出、それ以外につきましてはほぼ例年どお

り計上させていただいております。 

 それから歳入につきましても、大きな変動はあり

ません。ほぼ例年どおり計上しておるところでござ

います。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 次に、中奥情報推進課長。 

○情報推進課長（中奥  実） 予算書の１０３ペー

ジをお願いします。１１番の情報管理費になります。 

 １ページめくっていただきまして１０６ページ

の上から１４行目、地域情報化推進事業費につきま

しては、本庁と振興局とを結ぶ光ファイバーの使用

料や関連する機器の保守経費となっております。 

 その下の行政情報化推進事業費ですが、業務委託

料のうち情報戦略アドバイザリー業務については、

庁内システムに係る歳出の適正化やＩＣＴを利活

用した業務改善等を検討するため、アドバイザー契

約をするもので、金額としましては５１７万５，０

００円を計上しております。 

 その下の事業用備品につきましては、事務用のパ

ソコンの更新費用で２１０台を予定しております。 

 それ以外については経常的な経費となっており

ます。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、安達税務課

長。 

○税務課長（安達  央） それでは、１３９、１４

０ページをお願いします。税務総務費です。前年か

ら６万円の増とさせていただいております。税務総

務費の一番下の負担金のところにあります但馬行

政不服審査会のところですけども、ここが６万円の

増となっております。これにつきましては、審査請
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求のありました案件について、但馬行政不服審査会

のほうに諮問を行うわけですけども、それの事務に

要する費用の割りということで、令和元年の９月分

までに要する費用で、確定のものでございます。 

 その下の賦課徴収費でございます。賦課徴収事務

費のところで前年と違ったところを申し上げます。 

 次ページになります。業務委託料で申告支援シス

テム改修業務を上げております。これにつきまして

は、個人の住民税につきましては、当初の賦課事務

が大変大量の処理である一方で、制度が複雑化して

きているようなことから、いろいろな資料のチェッ

ク作業がふえてきておりまして、給与支払い報告書

などにつきましても、毎回紙をめくってというよう

な作業をしておるわけですけども、何とかこれが減

らないかということで、今回この申告支援システム

に給与支払い報告書のイメージデータを取り込む

ということで、事務の効率化を図ろうということで

計上させていただいております。金額が８９万１，

０００円です。 

 また、その５つほど下、事業用備品がありますが、

この事務に関しまして、取り込みをするスキャナー

です。これの購入費が６３万３，０００円というこ

とで上げさせていただいております。 

 さらに負担金の一番下になります。軽自動車税環

境性能割徴収取扱費ということで３４万６，０００

円を計上させていただいております。これは令和元

年の１０月から賦課徴収の始まりました環境性能

割、兵庫県が徴収をし、市に払い込んでくるという

ことで、その取り扱いの費用、これを支払うという

ものでございまして、今年度の払い込みが４カ月分

あります。また、県でとったのが２カ月後になりま

すもので、県の基準にあわせまして、県でとった３

月分まで、ことしの分、令和２年に２カ月分をあわ

せまして、６カ月分の取扱費ということで、取り扱

っていただきました税の５％、これを見込んで３４

万６，０００円とさせていただいております。 

 固定資産税評価事務につきましては、その下です

けども３，８８３万２，０００円ということで、前

年から１，２４７万７，０００円の減とさせていた

だいております。３年間で評価がえを行いまして、

この令和２年度につきましては路線価等の単価の

付設、これが主なものとなってくると、それに要す

る事務費でございます。 

 次に、歳入を説明させていただきます。まず、１

０ページをごらんいただけますでしょうか。一番上、

市税というところで、本年度予算額９７億６，８０

９万３，０００円ということで、前年から５，５５

４万５，０００円の減とさせていただいております。 

 内訳につきましては、２枚めくっていただきまし

て、１３ページ、１４ページお願いいたします。ま

ず、個人の市民税ですけども、これは制度改正等も

ございません。前年度の決算見込み等を勘案いたし

まして計上させていただいております。 

 次の法人市民税ですけども、これにつきましては

前年から８，４００万円の減とさせていただいてお

ります。これは令和２年９月の決算分から法人税割

の税率が下がると、従来１２．１％が８．４％にな

ります。こういったことがございますので、それを

勘案して減額とさせていただいております。 

 次の固定資産税につきましては、おおむね前年ど

おりさせていただいておりまして５００万円の増

とさせていただいております。固定資産等所在市町

村交付金につきましては、報告をいただいたものを

もとにしまして、１４０万２，０００円の増とさせ

ていただきました。 

 次の軽自動車税です。一番上の環境性能割ですけ

ども１，４４９万４，０００円ということで、前年

からは大きく９９９万４，０００円の増とさせてい

ただいております。先ほどもちょっと触れましたが、

環境性能割が令和元年１０月から徴収ということ

になりまして、県から払い込みがあるのが２カ月お

くれということになりまして、令和元年は４カ月分

の予算を計上させていただいておりました。２年度

につきましては１２カ月分ということになります

ので、おおむね現在、元年度の予算どおりに入って

きそうな感じにありますので、それ相当分の計上を

させていただいております。種別割につきましては、

現在の登録状況等から６１０万円の増とさせてい
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ただいております。 

 その下の市たばこ税ですけども、前年から３００

万円増の４億９，８００万円とさせていただいてお

ります。これにつきましては、令和２年１０月から

１，０００本当たりの税率が若干変更になります、

増となります。１，０００本当たり５，６９２円が

６，１２２円ということで増額になりますもので、

そのあたりを見越して増額とさせていただいてお

ります。 

 １ページめくっていただきまして、入湯税です。

入湯税につきましては、令和元年の決算見込みでも

若干減額というような状況に見込まれますので、そ

れにあわせまして前年からの減額といたしまして

１億２，３６９万３，０００円とさせていただきま

した。 

 最後の都市計画税ですけども、これはもう平成２

１年に廃止をしたもので、残っている分ということ

で５０万円を計上させていただいております。 

 その他につきましてはおおむね前年どおりでご

ざいます。 

 ２８ページの徴収手数料、それから５０ページの

徴収委託金、あとは前年と同額とさせていただいて

おります。 

 ６０ページお願いできますか。金額ふえておりま

すのが、ここの滞納処分費、２つ目の雑入の一番上

ですけども、滞納処分費で５４万７，０００円、前

年が２５万２，０００円としておりまして、増額と

させていただいております。これは不動産公売のた

めの鑑定費用でございます。元年に鑑定を行ったも

のの公売が２年になりますと、収入が２年というこ

とになりますので、それも含めて計上をさせていた

だいております。 

 その他は前年どおりでございます。以上でござい

ます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、三笠会計課

長。 

○会計課長（三笠 孔子） それでは、８４ページを

お開きください。下のほう、真ん中から少し下のと

ころの会計管理費です。これは会計課の事務経費で

して、元年度はシステムの改修等をいたしましたの

で少し多かったんですが、２年度は特別な事務経費

は必要なく、経常経費のみとなっておりまして、昨

年度より１３８万８，０００円の減額で６６８万４，

０００円となっております。 

 続きまして、８８ページです。上から４行目の基

金管理費のうち積立金利子の分が会計課の所管に

なっております。利子の分が２，９４４万６，００

０円です。それから、下のほうに土地開発基金の繰

出金運用利子というのがありまして、これも会計課、

このうちの２３万円が会計課の所管になっており

ます。この積立金につきましては、歳入で基金運用

利子を収入しますけど、そこから果実運用分を除い

た分を積み立てるものです。この土地開発基金の繰

出金をあわせた額で、昨年度よりも１，２２０万２，

０００円の減額となっております。この理由は、財

政調整基金の１０億円を原資とする金銭信託運用

益の減額によるものです。金銭信託につきましては、

利子支払い月上旬の基準日の為替レートによって

利率が決定するもので、予算要求から半年以上先の

状況を予測することは難しいため、当初予算要求時

には昨年９月の運用益を参考に見込んでおります。

金銭信託以外の運用益につきましては、財産区を除

く基金を一括運用して、基金残高に応じて案分した

結果となっておりまして、昨年度よりも少し多かっ

たり少なかったり、大体同じ程度となっております。 

 それでは、歳入に移ります。５２ページをお開き

ください。ちょうど真ん中のところですけど、基金

運用利子３，１０５万８，０００円になります。内

訳は財政調整基金の金銭信託運用益の分が１，２０

０万円、それから定期預金の一括運用分を各基金に

案分した合計が１，９０５万８，０００円で、合計

が３，１０５万８，０００円となります。 

 先ほどの積立金で、このうちから福祉基金、それ

から水と土保全対策基金、それから植村直己顕彰基

金、それから東井義雄遺徳顕彰基金、この４つが果

実運用分というんですけど、この果実運用分の１３

８万２，０００円の分を引いた２，９６７万６，０

００円が積立金として歳出するものです。 



 29

 積算見込みにつきましては、金銭信託については

歳出で説明したとおりです。その他につきましては、

定期預金、その他債券等について、低金利の状況が

ずっと続いておりまして、金利上昇の可能性は低い

と見込んで、昨年度と同等で積算しております。 

 その他の雑入等で若干収入がありますが、昨年度

と同じということで、大きな変更がありませんので、

説明は省略させていただきます。 

 会計課は以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 中地消防本部総務課参事。 

○消防本部総務課参事（中地  修） ２７４ページ

をごらんください。消防本部の予算についてご説明

いたします。 

 まず、常備消防費ですが、説明欄の中段の職員研

修費につきましては、新採用者を兵庫県消防学校初

任教育へ研修入校させるための経費を初め、人材育

成の一環としまして消防大学校と県の消防学校へ

研修派遣させる経費を計上いたしております。新採

用者が前年と比較して１名少ないため、減額してお

ります。 

 続いて、一般管理費ですが、消耗品費は新採用者

の職員の被服費が主なものでございます。 

 次に、予防活動事業費につきましては、防火管理

者資格取得講習会に係る経費と、火災予防啓発に係

る経費が主なものでございます。 

 ２７６ページをごらんください。４行目にありま

す消防活動事業費につきましては、法律の改正に伴

いまして、墜落制止用器具である胴ベルトと防火手

袋を更新する経費が主なものでございます。 

 次に、高度救急活動事業費につきましては、救急

救命処置用消耗品の購入経費と、救急救命士の研修

受講に係る負担金が主なものでございます。 

 次に、救助活動事業費につきましては、兵庫県消

防学校救助課へ職員を研修入校させるための経費

と、消防救助技術近畿地区指導会出場に係る経費が

主なものでございます。 

 次に、消防装備管理費ですが、城崎、日高、出石

の各分署に配備しております救命ボートの更新に

係る経費と、飲酒運転防止と緊急車両運転に係るイ

ンストラクターを養成するための負担金、緊急車両

を維持管理するための経費が主なものでございま

す。 

 ２７８ページをごらんください。情報通信管理費

ですが、１２行目にあります高機能消防指令センタ

ー機器更新業務は、消防救急デジタル無線機器の更

新年次計画に基づきまして、経費を計上いたしてお

ります。 

 そのほかにつきましては、１１９番受信に係る電

話回線使用料や指令センター設備の保守点検委託

料、地図検索装置用のデータの使用料などでござい

ます。 

 次に、消防庁舎管理費につきましては、本部庁舎

を初めとしまして各署所で使用します灯油、プロパ

ンガスなどの燃料費、光熱水費、電気空調設備など

の保守点検が主なものでございます。 

 ２８０ページをごらんください。消防施設費につ

いてご説明いたします。下段にあります豊岡消防署

消防設備施設整備事業費につきましては、豊岡消防

署に配備しております支援車と搬送車を更新する

ものでございます。 

 続いて、城崎分署消防設備施設整備事業費につき

ましては、城崎分署に配備しておりますはしご自動

車を更新するものでございます。 

 続いて、２８２ページをごらんください。７行目

にあります出石分署消防設備施設整備事業費につ

きましては、出石分署に配備しております高規格救

急自動車を更新するものでございます。 

 続いて、高機能消防指令センター整備事業費につ

きましては、高機能消防指令センターを最新のシス

テムに更新するものでございます。なお、２０２０

年度で実施設計を委託し、２０２１年度に工事を行

うこととしております。 

 続きまして、消防本部庁舎整備事業費につきまし

ては、女性消防吏員の誕生に伴い、庁舎内に女性専

用施設の整備と空調、変電、乾燥設備を更新するも

のでございます。これにつきましても、２０２０年

度で実施設計を委託し、２０２１年度に工事を行う

こととしております。 
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 続いて、歳入についてご説明いたします。３０ペ

ージをごらんください。上段の表、７目消防手数料

でございますが、危険物申請手数料と消防証明手数

料を計上いたしております。 

 続いて、６２ページをごらんください。中段にあ

りますトンネル非常警報盤管理は、県から委託を受

けております蘇武、城山、浅倉、戸辺羅山トンネル

の管理委託料を計上いたしております。 

 続きまして、６４ページをごらんください。下か

ら３行目にあります防火管理者資格取得講習受講

料は、防火管理者資格取得講習の受講料を計上いた

しております。 

 続いて、７０ページをごらんください。中段にあ

ります消防債でございますが、消防防災施設整備事

業債の消防ポンプ自動車のうち１億５４０万円は

城崎分署に配備しておりますはしご自動車を更新

するものでございます。その下の高規格救急自動車

は、出石分署に配備しております高規格救急自動車

を更新するものでございます。 

 ２行下の支援車とその下の搬送車は、豊岡消防署

に配備しております支援車と搬送車を更新するも

のでございます。 

 次に、消防防災設備整備事業債の消防指令センタ

ーは、高機能消防指令センター更新整備に係る実施

設計を委託するものでございます。 

 続いて、９ページをごらんください。地方債でご

ざいますが、８行目、消防防災施設整備事業債のう

ち、先ほど消防債でご説明いたしましたように、城

崎分署のはしご自動車、出石分署の高規格救急自動

車、豊岡消防署の支援車と搬送車の更新、１４行目

の消防防災設備事業費のうち、高機能消防指令セン

ター更新整備に係る実施設計を委託するに当たり、

地方債の限度額を計上いたしております。以上でご

ざいます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、宮岡選管・

監査事務局長。 

○選管・監査事務局長（宮岡 浩由） それでは、１

４０ページをお願いいたします。１４０ページ、税

務総務費のうち監査委員事務局の所管分について

ご説明をいたします。 

 まず、人件費といたしまして、委員報酬９万８，

０００円ですが、固定資産評価審査委員会委員３名

の方への報酬でございます。５回の委員会開催を見

込んでおります。 

 同じく税務総務費の下から８行目、固定資産評価

審査委員会費６万１，０００円でございますが、委

員会の経常的な運営費といたしまして、前年度当初

予算並みを見込んでおります。 

 続いて、１４３、１４４ページをお願いいたしま

す。選挙費のうち、選挙管理委員会費でございます

が、重立ったものについて説明をいたします。委員

報酬１４０万４，０００円は、選挙管理委員会委員

４名の方への報酬でございます。 

 下から３行目、選挙管理委員会費、総額４７万７，

０００円は、委員会の経常的な運営費として計上い

たしております。 

 続いて、１４５、１４６ページをお願いいたしま

す。市長選挙及び市議会議員補欠選挙費でございま

すが、これは２０２１年、令和３年４月に投開票を

予定しております任期満了に伴う市長選挙及び欠

員に伴う市議会議員補欠選挙の執行経費を計上い

たしております。選挙執行は２０２１年、令和３年

度でございますけれども、これに向けて２０２０年、

令和２年度中に準備を進める必要がございますの

で、その見込み経費を計上いたしました。人件費と

いたしまして、会計年度任用職員２名、こちらは補

助員ですけれども、こちらへの報酬３８万５，００

０円、このほか啓発用の資材や管理者、立会人をお

願いする方への連絡経費など、総額で５８万９，０

００円を見込んでおります。 

 次に、１４９、１５０ページの監査委員費でござ

います。こちら監査委員費につきましても、重立っ

たものについてご説明を申し上げます。委員報酬２

８１万６，０００円は、監査委員３名の方への報酬

でございます。監査事務費、総額９３万１，０００

円は、監査委員事務局の経常的な運営費でございま

す。 

 続いて、歳入の説明に移らせていただきます。ペ
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ージ戻っていただきまして５０ページをお願いい

たします。５０ページの選挙費委託金でございます。

こちらは在外選挙人名簿の登録事務費といたしま

して６件分、２，０００円の交付を見込んでおりま

す。 

 続いて、６２ページをお開きください。雑入のう

ち、末尾から５つ目の説明項目でございます。監査

事務負担金でございますけれども、これは北但行政

事務組合と但馬広域行政事務組合の監査事務を受

託しております。その事務負担に係る人件費相当額

を負担金といたしまして、それぞれの組合からいた

だいております。北但行政事務組合からは２１万３，

０００円、但馬広域行政事務組合からは２８万３，

０００円、総額で４９万６，０００円を見込んでお

ります。 

 選挙管理委員会、監査委員事務局からは以上でご

ざいます。 

○分科会長（伊藤  仁） ありがとうございます。 

 説明は終わりました。ここで分科会を暫時休憩い

たします。再開は午後２時。 

午後１時５１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時５９分 分科会再開 

○分科会長（伊藤  仁） 休憩前に引き続き、分科

会を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） １５ページのところで、歳入

のほうですけども、一番上の入湯税なんですけども、

前年度から１，０１４万１，０００円か、ちょっと

減ということで、１億３，３００万のが１億２，３

００万ということで今年度見られてますけれども、

コロナの影響で、果たしてこれは確保が本当に、１，

０００万ぐらい減額されますけども、こんなもんじ

ゃないんじゃないかと、ちょっと心配はしてるんで

すけれども、その辺は、まあまあこれはあくまで予

算なんで、そういう状況が全然ないときに立てられ

てますんで、その辺は補正で直していくしかないん

でしょうけども、かなりの減額すると思う。その辺

の見込みまでは無理でしょうけども、考え方をちょ

っと聞かせていただければ。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○税務課長（安達  央） 今、おっしゃっていただ

きましたとおり、影響については正直なところ、ま

だ準備というか、全く把握ができておりません。入

湯税の場合には、ほかと違いまして、例えば法人市

民税の場合には影響が出るまでにちょっと時間が

かかるかと思うんですけど、入湯税の場合にはもう

そのまま影響出てくるかと考えております。ただ、

直近で先月、先々月のあたりですけども、ここにつ

きましては単月で１，０００万強の数字、そのまま

で来ておりますので、まだそこまで大きな影響は出

てないのかなと。ただ、これから申告が出てきます

ものについては、想像にはなりますけども、恐らく

影響というのは出てくるであろうと考えておりま

す。おっしゃっていただきましたとおり、見込みが

変わってきました段階で補正をさせていただくと

いうふうにせざるを得ないかなと思っております。 

○委員（嶋﨑 宏之） わかりました。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいか。 

 奥村副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） 市税の中で、たばこ税があり

ますけども、これは前年程度になっておるんですけ

ども、禁煙をする人がよく出てきてるなと思うんで

すけども、どうでしょう、そういうたばこを吸われ

ないというような人が、市内ではどれぐらい、人数

はわからんですな、それは。どれぐらいあるんかな

と思っていたんですけどね。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○税務課長（安達  央） 喫煙人口というのはもう

わかりません。私どもで把握してますのは、やはり

売り上げの数量ということでございます。今回ふや

させていただいておりますのも、前年実績の見込み

と、それからあと２回ですけども、若干ずつ税率が

上がっていきますもので、そこを見越して上げさせ

ていただいてるというのが実際でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいか。 

 奥村委員。 
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○委員（奥村 忠俊） どうですか、いろんなところ

の事業者なんかでもやっぱり禁煙のことはよく言

われましてね、皆さん、吸われる方は不自由されて

るのはようわかるんですけども、やっぱり職員の中

でも禁煙する人、してる人ふえとるんですか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○委員（奥村 忠俊） いや、嗜好のことなんか別に

どういったことないんだけど。わかりませんか。 

○税務課長（安達  央） ちょっと私どものほうは、

入ってくる税収、それから売り上げた本数、こうい

ったものだけの数字になりますもので、状況等把握

はできてございません。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 地方債の中で、たくさん地方

債あって金額も大きいんですけども、これ５％以内、

利率のところです、なってますけども、実際の今、

借り入れされてる率っていうのはどれくらい、多分

時期によっていろいろ変わってきてるんだと思い

ますけども、大体で結構です。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○財政課長（畑中 聖史） 借り入れの利率というの

は政府資金と市中銀行とかなり差があります。また

５年物ですとか１０年、１５年もの、年数によって

差がありまして、一概には正直言えないのが。ただ、

先日３月末の借り入れを行った際に、１億、２億の

レベルの１５年とかってなりますと０．０３までぐ

らいの利率というようなところでございました。 

○委員（岡本 昭治） ０．０３。 

○財政課長（畑中 聖史） ０．２から０．３パーセ

ントぐらいの間のところで見積りが出てきており

ます。これが政府資金でしたら０．００とかってい

うレベルになってきたりしますので、ちょっと一概

には回答が難しいというところでございます。以上

でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） １２４ページ、ジェンダーギ

ャップ解消推進事業費、業務委託料のところに戦略

策定支援業務とありますが、もう少しちょっと詳し

く教えてください。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 戦

略の策定支援というのは、４月２１日に第１回の委

員会を予定していまして、それから７月まで３回の

委員会を開催する予定です。今のところその戦略の

策定の委員さん、大体１０名ぐらい予定しているん

ですけど、その皆さんにいろいろとご議論いただき

ながら、あと若い方の意見も反映させながらつくっ

ていくんですけど、そのときに実際、去年１２月に

提言の策定に向けて専門家の方からいろんな提言

の仕方とか、そういう作法みたいなものについてい

ろいろとアドバイスをいただいておりまして、それ

を踏まえて具体的に市民主体で未来志向で、実際、

その委員の皆さんもご意見いただくだけじゃなく

て、その策定後にインフルエンサーっていうんです

か、どんどんどんどんそういう影響を市内に及ぼし

ていただくような働きもしていただくようなワー

クショップだとかを３回の委員会の中で踏まえな

がら、その策定を委託する、策定書に委託する専門

事業者に、実際その戦略のたたき台を作成するって

いうこと、それと今ちょっと申し上げましたそれぞ

れの委員会でシナリオワークショップをやるんで

すけど、それを実際に運営していただくという一連

の業務をあわせて３６３万４，０００円を予定して

います。それと残りの５５万円というのは、この戦

略ができますときに、市民の皆さんとか事業者にＰ

Ｒするためのパンフレットの作成について５５万

円と。合計４１８万４，０００円をジェンダーギャ

ップ解消戦略に係る委託料として計上しています。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 今、お聞きすると、市内、こ

れは事業者向けかな、パンフレットなりを配布して、

そこで終わりの事業ですか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） さ

っきのパンフ作成５０万円についてでございまし
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ょうか。これにつきましては、パンフレット、実際、

戦略を市民の皆さんとか事業者の皆様にわかりや

すくご説明して、自分事としてご理解いただけるよ

うないろんな工夫もしながら、そのパンフレットは

つくられています。実際パンフレットのデータまで

つくって、あとの印刷等については直営、市でそれ

を全部対応するという予定といたしております。た

だつくって配布するだけじゃなくて、本当に自分事

として捉えていただけるように市民の皆さんとか

事業者の皆さんに理解いただけるような、そういう

パンフレットになるように工夫していきたいと思

います。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） あと、今のジェンダーギャッ

プの関連でいくと、９２ページの男女共同参画社会

推進事業費、それからキャリアデザイン推進事業費、

この辺も全部関連している事業のようですけども、

例えばキャリアデザイン推進事業は、これいろいろ

考えられてるようですが、一応市の職員が対象で、

これを目指す職員像のようなものを描き出してい

くということのような説明だったんですけど、例え

ば市の職員は豊岡市内でもすごい恵まれていると

いうか、男女格差の少ない、一番最も少ない事業所

かなと思っているんですけど、この市役所という狭

い世界を耕すのも、それはそれなりに値打ちかがあ

ると思うんですけど、これと先ほどの戦略ですとか

つくっていく上で、どうリンクさせていくんかな。

市役所がトップランナーで職場改革みたいな感じ

でどんどんやっていくっていうのは非常に望まし

いことだと思うんですけど、それと市内事業所、事

業者に対する部分との、このキャリアデザイン推進

事業費いうのが、何かちょっとぽつんと浮いている

ような印象も受けるので、どういう相互作用を持た

せていくのかいうところあたり、ありましたらちょ

っと聞かせてほしいなと思うんですけど。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 豊

岡市の市役所のキャリアデザインアクションプラ

ンについては、足田議員おっしゃいましたように市

役所の職員の働きやすさ、働きがい、一人一人が能

力を発揮して市民の暮らしを支えていくというこ

とを目標にしております。ワークイノベーション戦

略っていうのがありまして、それについては市内の

事業所の働きやすさ、働きがいを高めていこうとい

う取り組みでして、その中の１事業所としての市役

所の役割をキャリアデザインアクションプランが

担っております。 

 さらにちょっとレイヤーが少し上がった状態の

ところに、今これから向かおうとしているジェンダ

ーギャップ解消戦略というのがありますので、今３

段階のようなつくりになっていますので、最上段が

ジェンダーギャップの解消という認識をしており

まして、当然現場での改革なり改善を行っていくの

が、市役所ではキャリアデザインであり、市内事業

所ではワークイノベーション推進事業ということ

になりますので、さらにその地域、家庭へ広めてい

くための手だてとして、戦略をつくっていこうとし

ているのがジェンダーギャップ解消戦略となりま

すので、全て連動しているということは間違いあり

ませんし、市役所の職員の職場環境といいましょう

か、就労環境というのは、確かに市内事業所の中よ

りも、どこよりも恐らく恵まれてると思います。 

 ただ、お手本ということではないんですが、そこ

に事業所の皆さんも環境を整えていくための先進

的なといいましょうか、こういうふうに頑張ってい

るというところもお伝えしながら、各事業所におけ

る改善を進めていただきたいということで、研修な

んかも実際同じプログラムを活用したりというこ

とも考えていますので、そういったところを少し見

えてくるようになると、もう少しわかりやすいのか

なと思っております。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） 先ほど８８ページの運用利子

関係のところでちょっと出た言葉が、金銭信託とか

云々という会計課長のほうから出たんですけど、そ

の金銭信託の状況は、今、どういうふうになってい
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るか。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○会計課長（三笠 孔子） 金銭信託は、平成１９年

度に何本か、４本ですかね、最初４本契約をしてお

りました。それで、そのうちの１本、１０億円の分

だけが今残っているというような状況になってお

りまして、それもこの金銭信託については、目標の

利息の金額が決まっていて、それに到達すれば終了

で元金が返ってくるっていう、そういう仕組みにな

っていまして、そこに至るまでにあともう少しの状

況になっております。 

 平成３０年度の末で、あと残り２，４３８万円ほ

どになっておりまして、それだけ入ってきたら終わ

りっていうことで、平成３０年度末の為替レートの

状況でしたら、令和元年の９月にはそれが達成する

んじゃないかと想定していたんですけど、このとこ

ろずっと円がだんだん高くなってきまして、ことし

に入ってから、特に２月の下旬から急落しておりま

して、その関係もあって今年度中にはやっぱり終わ

らないかなという状況になっているというのが現

状です。でも、来年度これが回復しまして安定しま

したら、来年度中には最後の１本も満額となって元

金が返ってくるんではないかと見込んでいるとこ

ろです。 

○分科会長（伊藤  仁） 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） 確か１０５円ぐらいのレート

のやつだったかな。 

 これ、１本残ってるのは。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○会計課長（三笠 孔子） そうですね、１０５．１

９円っていうのがちょっと目安になっておりまし

て、それよりも下になりますと、下限の０．１％し

か利率がつきません。１１０円１９銭以上になりま

すと上限の５％っていうことになって、その間につ

いてはその利率によって計算式がありまして、それ

に基づいて利率が決定するということになってお

ります。 

○委員（嶋﨑 宏之） わかりました。要するに残額

が２，４３８万ぐらいになっているということです

ね。わかりました。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） ２７６ページ、消防装備管理

費の事業用備品ですか、先ほどボートとかいろいろ、

もう一度ちょっと、聞き漏らしてたので。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁願います。 

○消防本部総務課参事（中地  修） 事業用備品に

つきましては、城崎、日高、出石各分署に配備して

おります救命ボートを更新するものでございます。

以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんね。 

 これで質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして第３２号議案についての説明、

質疑を終了します。 

 ここで委員の皆さん、当局の皆さんから何かござ

いましたらご発言ください。 

 ないようですので、当局の皆さんはここで退席し

ていただいて結構です。 

 明日、１７日火曜日、委員会審査は午前９時３０

分から、当委員会室で行いますので、よろしくお願

いを申し上げます。お疲れさまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。 

午後２時１９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時２０分 分科会再開 

○分科会長（伊藤  仁） 休憩前に引き続き、分科

会を再開いたします。 

 第３２号議案の審査につきましては、先ほど質疑

まで終えておりますので討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 奥村副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） 座ってよろしいか。 

○分科会長（伊藤  仁） どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 以前から反対しておりますけ

ども、個人市民税、法人市民税、固定資産税の超過

課税、およそ５億円もありますけども、特に個人市

民税に対する超過課税分は全国唯一であるという
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ことは皆さんもご承知のとおりであります。決して

裕福ではない豊岡市民に、さらに課税するというこ

とは、非常に私は酷なことではないかなと、このよ

うに思っております。これまでもこの点は何回も言

ってまいりました。人口減やあるいは高齢化、過疎

化は全国の地方都市共通の課題でもありますけれ

ども、財政的に立ち行かないということはあり得ま

せん。我々はこの超過課税については、一貫してな

くするべきであるという主張をしてまいりました。

よって、この超過課税分を含む本案には賛成できな

いということでございますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかありませんか。 

 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） ただいま反対討論がありまし

た３２号議案ですけれども、これにつきましては賛

成の立場で討論をいたします。 

 確かに市民生活は依然として厳しいというご指

摘、昨今の状況は理解するところですけれども、こ

の歳入による市民税、固定資産税の超過課税廃止に

ついてという持論が展開されていますけれども、２

０２０年度予算、一般会計が対前年比１．３％の減、

経常費の大幅な上昇に対応するために、一般財源の

財政調整基金から１２億円ほど繰り入れた予算で

あって、市税なども自主財源比率が３３．３％と、

類似団体と比べても低く、依然脆弱な財政構造にな

っております。また、今年度、２０２０年度で合併

算定がえの優遇措置の最終年度になりますし、合併

特例債の発行可能額も残り少なくなってきており

ます。公共施設再編も待ったなしというこういった

状況の中で、現在と未来の市民要望に応えていく必

要があるので、市民の日々の暮らしを着実に支え続

け、災害、コミュニティ、経済、財政の４つの危機

から脱却するための財源としての超過課税は必要

なものでございます。今後また行財政改革や公共施

設再編など、さらに歳出の見直しを当然進めながら、

地方創生関連事業などによって人口ビジョン対策

に総合的に取り組んでいかなければならないとい

うこともあり、これからも施策をしっかり検証し、

社会基盤整備、市民福祉の向上、そして市民要望に

応えるためには、まずは安定した財政基盤というも

のが絶対に必要でございます。 

 以上、この観点から市民税、固定資産税の超過課

税を含む本議案について、賛成の討論と考えており

ます。皆さんのご賛同、よろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（伊藤  仁） 賛成多数により、第３２

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。 

午後２時２４分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時２４分 委員会開会 

○委員長（伊藤  仁） 委員会を再開いたします。 

 これより、３、協議事項、（２）意見・要望のま

とめについて、ア、委員会意見・要望のまとめに入

ります。 

 当委員会として、本日予定している案件の審査は

終了いたしました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について協議をいたしたいと思いま

す。 

 暫時休憩をいたします。 

午後２時２５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時２７分 委員会再開 

○委員長（伊藤  仁） それでは、委員会を再開し

ます。 

 要望・意見はつけないということで、ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、そのように決定をしたいとい
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うふうに思います。特段、意見はつけないというこ

とでいきたいというふうに思います。 

 次に、委員長報告についてですが、内容につきま

しては正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（伊藤  仁） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

午後２時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時２８分 分科会再開 

○分科会長（伊藤  仁） 分科会を再開いたします。 

 これより、３、協議事項、（２）意見・要望のま

とめについて、イ、分科会意見・要望のまとめに入

ります。 

 休憩前に、当分科会に審査を分担されました案件

の審査は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として、予算決算委員

会に報告すべき内容について協議をしたいと思い

ます。 

 暫時休憩をいたします。 

午後２時２８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時５２分 分科会再開 

○分科会長（伊藤  仁） それでは、分科会を再開

いたします。 

 何か委員長報告に付すべき事柄がありましたら

ご発言ください。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） それでは、１点、委員長にお

願いをしたいと思います。 

 当局のほうから地域デザイン懇談会ということ

で、イメージ図として若干のやるべきことだとか役

割を提示していただいてるんですけども、このデザ

イン懇談会っていうのは、主に地域に必要な施設、

公共施設サービスの提供すべき機能についてとい

うことになってますけども、ほかにあるコミュニテ

ィの委員会だとか公共施設マネジメントの推進委

員会だとかいうところの役割がきちっと見えてき

ておりませんので、その辺のところきちっと表明し

ていただいて、何をすべきだということを明確にし

ながら議論を進めていただきたいというふうに希

望いたします。 

○分科会長（伊藤  仁） ただいま岡本委員のほう

よりご発言がございました。委員長報告に付すこと

にご異議ないでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ご異議なしと認め、その

ように決定をいたしました。 

 それでは、ただいまご協議をいただいた当分科会

の意見・要望の案件につきましては、正副委員長に

ご一任いただきます。 

 次に、予算決算委員会での分科会長報告について

ですが、内容につきましては正副委員長に一任願い

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で分科会を閉会いたします。 

午後２時５４分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後２時５４分 委員会再開 

○委員長（伊藤  仁） 委員会を再開いたします。 

 これより４、その他に入ります。その他、委員の

皆様から何かあればお願いをいたします。 

 特にないようですので、以上をもちまして本日の

委員会を閉会いたします。 

 明日も午前９時３０分からこの会場で委員会審

査を行いますので、よろしくお願いを申し上げます。

お疲れさまでした。 

午後２時５５分 委員会閉会 

──────────────────── 


